
























































































































































社会
経済
情勢

■　施策評価 やや遅れている

評価の理由

目標
指標
等

・一つ目の指標「『将来の夢や目標を持っている』と答えた児童生徒の割合」については，令和2年度全国学力・学習状況調査が，
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い中止となったため，実績値及び達成率を出すことができない。
・二つ目の指標「『人の役に立つ人間になりたいと思う』については，令和2年度全国学力・学習状況調査が，新型コロナウイルス
感染症の拡大に伴い中止となったため，実績値及び達成率を出すことができない。
・三つ目の指標「不登校児童生徒の在籍者比率」は，全国的に増加傾向にある。不登校のきっかけは多様かつ複雑であり，様々な
支援を行っているものの，小・中・高等学校とも前年度より増加しており，目標を達成していないことから，達成度は小・中学校
及び高等学校とも「C」に区分される。
・四つ目の指標「不登校児童生徒の再登校率」は，令和元年度に国から非公表とするよう指示があったため，実績値及び達成率を
出すことができない。令和元年10月に文部科学省より示された通知により，不登校児童生徒への支援は「学校に登校する」という
結果のみを目標にするのではなく，社会的な自立を目指す必要であることから，「みやぎ子どもの心のケアハウス」の拡充等によ
り，不登校児童生徒の社会的自立を図る場の充実に努めている。
・五つ目の指標「『不登校児童生徒の個票等を活用した引継を行っている』と答えた小・中学校の割合については，引継はどの学
校でも行われ,達成率が小・中学校ともに100%だったことから，達成度は「A」となった。
・六つ目の指標「児童生徒の体力・運動能力調査における体力合計点の全国平均値とのかい離」は，令和2年度は，新型コロナウイ
ルス感染症感染拡大防止対策のため，目標指標である全国体力・運動能力，運動習慣等調査が中止となったことから，実績値及び
達成率を出すことができない。

県民
意識

・令和2年県民意識調査においては，類似する取組である震災復興計画の政策6施策1「安心・安全な学校教育の確保」の調査結果を
参照すると，高重視群の割合は78.5%（前回78.3%）と県民の関心は高いが，満足群の割合は45.3%（前回43.7%）と前回より1.6ポイ
ント増加しているものの，決して高くない状況にある。

・東日本大震災で被災した沿岸部を中心とした転出入や家庭環境・生活環境等の変化に伴い，依然として心のケアが求められる。
そのような背景も複雑に絡み合い，震災以降，学校不適応やいじめ，不登校児童生徒の増加等，児童生徒の問題行動等は増加する
とともに複雑化・多様化する傾向にある。阪神・淡路大震災の先例から児童生徒の心のケアについては，児童生徒の生活が落ち着
きを取り戻してから課題が表面化することもあるといわれている。
・また，発災時乳幼児だった子どもが小学校に就学しており，落ち着きに欠ける様子が報告されているほか，震災後に生まれた子
供たちについても，同様の報告がある。乳幼児期に震災の影響で不安定な環境の中で生活してきたことが，何らかの影響を与えて
いる可能性もあることを念頭に置く必要がある。
・全国的にもいじめや不登校の増加や小学校での暴力行為の増加，いじめ等を原因とする児童生徒の自死が社会的問題となってい
る。本県においても，小・中学校ともに暴力行為が増加しており，特に生徒間暴力が大きく増加している。
・教育機会確保法の趣旨を踏まえ，魅力ある学校づくりに取り組むとともに，多様な学びの場を確保し不登校児童生徒の社会的自
立を図っていく必要がある。
・小・中学校学習指導要領の改訂に伴い，各学校における道徳の時間が「特別の教科道徳」として位置付けられ，「心の教育」に
関する取組が進められている。
・学校の統合が進み，スクールバスによる登下校の増加に伴い，児童生徒の体力・運動能力への影響が懸念されている。
・ゲーム機やスマートフォン，コンピュータの普及により，それらの画面を見る時間（スクリーンタイム）が多くなることによる
児童生徒の運動時間減少が問題視されている。
・今後もこれらの傾向が継続していくことが懸念されることから，長期的な心のケアや問題行動等に対する対策，体力・運動能力
向上対策が必要である。



事業
の成
果等

・令和2年度は，新型コロナウイルス感染症拡大防止のため，宮城県道徳教育推進協議会や道徳授業づくり研修会を実施できなかっ
たが，指導主事学校訪問等を通して，児童生徒の規範意識や思いやりなどの道徳性を育むための方策について，市町村教委や学校
に周知した。
・志教育推進地区を2地区指定し，事例発表会等を通じた普及啓発を目指したが，令和2年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止
のため中止とした。
・児童生徒の豊かな人間関係を構築するため，みやぎアドベンチャープログラム（MAP）の実践指定校を指定（県立高等学校2校）
するとともに，県内の学校等へMAP指導者を派遣（10回）し，普及啓発を図った。
・スクールカウンセラーを全公立中学校134校（義務教育学校後期課程を含む），全市町村（仙台市を除く）に広域カウンセラーを
配置し，義務教育学校前期課程を含む250校に派遣，県立高校は72校に配置し相談活動を行い，児童生徒の心のケアに努めた。ス
クールソーシャルワーカーを34市町村に延べ67人，県立高校では18人41校に配置した。義務教育課に2人，高校教育課に2人のスー
パーバイザーを配置し，配置校以外にも対応するなど，学校や関係機関と連携を図り児童生徒を取り巻く環境の改善に努めた。あ
わせて，教職員やスクールカウンセラー等と連携し，校内外巡回指導や相談活動等の補助を行うため，小学校31校，中学校19校及
び県立高校30校に心のケア支援員を配置した。
・不登校支援ネットワーク事業における訪問指導員を各教育事務所に50人配置し，児童生徒等への心のケアや不登校児童生徒等の
環境改善に向けた支援を継続するとともに，個別の家庭訪問等を通じてきめ細かな対応を行った。支援児童生徒の約8割に，登校へ
の意欲が表れてきた，学習意欲が向上したなど，状況の好転が見られた。
・「不登校児童生徒の在籍者比率」が依然高止まりとなっている状況を受け，不登校児童生徒の家庭環境や本人の状況，震災の影
響等との関連を調査するため，宮城県長期欠席状況調査を実施し，効果的な取組について市町村教委及び学校に発信し，不登校支
援の見直しと改善を促してきた。
・震災に起因するいじめ・不登校等により支援を必要とする児童生徒等の社会的自立や学校復帰のために市町村が学校外の支援拠
点として設置する「みやぎ子どもの心のケアハウス」に対する運営支援を行った（33市町村）。
・不登校改善のためには，切れ目のない支援が必要であることから，県教委から引継の際に申し送り個票の活用をする旨の通知を
発出することに加え，小学校6年生の不登校児童在籍校及び中学校3年生の70日（新型コロナウイルス感染症の影響による学校臨時
休業に伴う授業日数減の割合に応じて90日から70日に変更）以上の不登校生徒在籍校を心のサポート専門監，児童生徒の心のサ
ポート班，教育事務所指導主事で訪問し，申し送り個票等の確実な活用と引継ぎを依頼した。
・不登校に関する目標指標は，いずれも目標値の達成には至っていない状況である。問題行動等調査や長期欠席状況調査等の分析
から，不登校等の要因や背景については，個々の児童生徒の状況が異なることから，多様化・複雑化しており，限定することは難
しい。そのため，児童生徒一人ひとりが抱える要因を的確に把握し，丁寧にその要因の解消に努めていくことが必要であり，今後
も施策を組み合わせながら，地道に継続して行っていくことが改善につながると考えている。
・また，新たな不登校を生まない取組を推進するために，国の調査研究事業である「魅力ある学校づくり推進事業」により，モデ
ル市町村の3中学校区を指定し，取り組んできた結果，新規不登校の出現が抑制された。
・令和元年度から取り組み始めた「みやぎ『行きたくなる学校づくり』推進事業」の4指定地区において，｢魅力ある学校づくり推
進事業」の手法である，児童生徒対象のアンケート結果を基にした，学校経営改善のPDCAサイクルを実施したことにより，授業づ
くりや児童生徒の居場所づくり，絆づくりが推進され，不登校の未然防止の意識が浸透した。結果，指定地区における新規不登校
児童生徒数が減少した。
・不登校及び不登校傾向にある児童生徒の学習指導と自立支援を図るため，「不登校等児童生徒学び支援教室」を4市4校でモデル
事業として実施し，計54人の児童生徒を支援した。
・児童生徒の体力・運動能力の向上のため，教職員を対象にした講習会や研修会を実施し，効果的な運動事例の紹介や意識啓発を
行った。
・コロナ禍の児童の体力・運動能力向上のため，平成26年度から開設している「Webなわ跳び広場」での「Web短なわ跳び大会開
催」を広く周知したところ，前年度を大きく上回る27校のべ1,891人の参加があった。（令和元年度参加者： 8校のべ846人）
・各学校に対し，新型コロナウイルス感染症に対応した体育・保健体育授業の実施上の留意点の周知を行った。各学校では，感染
防止対策の工夫を行いながら体力・運動能力向上につながる授業実施が見られた。
・幼児期の体力向上や肥満傾向対策の視点を加えながら，各学校における体力・運動能力向上に向けた取組や運動意欲の向上を図
るため，「子どもの体力・運動能力拡充合同推進会議」の開催や教職員を対象にした講習会や研修会を実施することで，少しずつ
その効果が現れてきている。
・以上のことから，各取組において一定の成果が見られているものの，目標指標の達成状況等を勘案し，本施策の評価は「やや遅
れている」と判断する。

※ 評価の視点： 目標指標等，県民意識，社会経済情勢，事業の実績及び成果等から見て，施策に期待される成果を発現させることができた
かという視点で，総合的に施策の成果を評価する。

評価の理由
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施策を推進する上での課題と対応方針

課題 対応方針
・いじめに向かわない態度・能力の育成に向け，児童生徒の規範意
識や道徳的実践力を育てる道徳教育の推進を図るとともに，学校と
地域が一体となり，様々な体験活動等をとおして，思いやりがあり
感性豊かな児童生徒を育んでいく必要がある。

・児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題の調査から，
依然として不登校児童生徒の出現率が高い状況となっている。ま
た，教育的配慮を必要とする児童生徒の増加が懸念されるため，継
続的な心のケアが求められる。県内全ての小・中学校にスクールカ
ウンセラーを派遣・配置して児童生徒を支援するとともに，市町村
配置のスクールソーシャルワーカーも積極的に支援に関わっている
が，さらにスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの
資質向上が求められる。

・児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査
から，暴力行為やいじめ等の問題行動に対応するため，学校を支援
する体制づくりや家庭や地域，外部専門家等の関係機関と連携しな
がら，未然防止，早期発見，早期解決に向けた一層の取組が必要で
ある。また，不登校児童生徒数が増加しているため，これまでの不
登校児童生徒支援施策に加え，新たな不登校を生まない，不登校の
未然防止の観点から学校の取組を見直し，児童生徒にとって魅力の
ある学校づくりを推進していく必要がある。

・不登校児童生徒の教育機会の確保のため，みやぎ子どもの心のケ
アハウスの運営支援等により学校外の支援拠点を充実させてきた
が，不登校児童生徒の社会的自立や学校復帰，不登校傾向にある児
童生徒への支援の充実のため，学校内の居場所づくりを一層推進す
る必要がある。

・宮城県長期欠席状況調査から，不登校については，特に小学校の
増加が顕著である。児童生徒の状況を把握し，組織で分析するなど
適切な対応を行う必要がある。

・道徳推進協議会を開催し，道徳教育の在り方や研究指定校の取組
について協議するとともに，今後も指導主事学校訪問等を通じて，
規範意識や道徳的実践力を育てるための方策について教委や学校に
周知していく。また，教職員の人権尊重に対する理解を深め，豊か
な心を育むことや人権教育の推進を図るために，教職員を対象とし
た研修会を開催する。
・自己有用感を高める「みやぎの志教育」を一層推進し，地域に応
じた取組を継続的・系統的に実施することにより，児童生徒がより
よい生き方を主体的に求めていくようにする。

・児童生徒へのきめ細かな心のケアに取り組むため，スクールカウ
ンセラーの全県への派遣・配置の維持に努めながら，子供たちが安
心して相談できる体制づくりを継続する。スクールカウンセラーに
ついては，臨床心理士会の協力のもと，研修の充実を図る。また，
スクールソーシャルワーカーの養成については，県内の大学等に依
頼していくとともに，経験年数に応じた研修会を実施し，資質向上
を図る。

・問題行動等の諸課題を抱える学校への教員の加配や，退職教員・
警察官OB等の心のケア支援員を配置し，校内生徒指導体制の充実を
図るとともに，スクールソーシャルワーカー等を活用し，関係機関
と連携できる体制づくりを構築する。さらに，これまでは不登校児
童生徒への支援は初期対応や自立支援が中心であったが，新たな不
登校を生まないといった未然防止の視点に立ち，国立教育政策研究
所の「魅力ある学校づくり調査研究事業」を活用し，不登校やいじ
めを生まない学校づくりに向けた調査研究を進めていく。加美町を
モデル中学校区に指定し，教職員や児童生徒が安心できる，自己存
在感や充実感を感じられる場所を提供する「居場所づくり」と児童
生徒が主体的に取り組む活動を通した仲間との「絆づくり」を行
う。年間3回の児童生徒への意識調査により児童生徒の声を受け止
め，授業や学校行事を着実に改善していく。また，国の「魅力ある
学校づくり調査研究事業」の手法を生かした「みやぎ『行きたくな
る学校づくり』推進事業」を県内指定4地区で実施し，不登校の未然
防止の取組を県全体に普及させ，新規不登校児童生徒数の抑制につ
なげていく。

・スクールカウンセラーのケアハウス兼務によるアセスメントの充
実，支援員の配置によるフリースクール等民間施設との連携を進
め，みやぎ子どもの心のケアハウスの機能強化を図る。また，不登
校支援として不登校の児童生徒や教室で過ごすことに困難を抱える
児童生徒の居場所を校内につくり，学習指導と自立支援を図る「不
登校等児童生徒学び支援教室」の設置拡充をすることで，不登校児
童生徒への組織的・効果的な支援につなげる。具体的には，「学び
支援教室専任教員（担任）」，「学び支援教室コーディネーター」
及び「支援員」が連携しながら，児童生徒の多様な背景に応じた指
導計画，加配教員等による学習指導・自立支援・心のケア，校内遠
隔授業等による学級担任や教科担任と連携した学習指導，認知ト
レーニング等を通した社会的自立支援等の支援に当たる。令和2年度
のモデル校として実施した県内4市4校の取組の成果を，拡充（14市
町25校）することで不登校等児童生徒の支援を一層推進する。

・不登校児童生徒への支援に当たっては，学校だけでなくスクール
カウンセラーやスクールソーシャルワーカーなど専門職を加えた
チームでアセスメント（見立て）を行う。アセスメントに基づく個
別の支援計画に沿って，適切な働き掛けや支援，関係機関との連携
を行うなど，組織的・継続的な支援を充実させていく。
・長期欠席状況調査等の分析については，項目の見直しを図ること
で，より具体的な不登校児童生徒の姿を捉えられるようにする。さ
らに，研修会や会議等を通じ，長期欠席状況調査等の結果の分析と
対応を周知することで，各学校の「いじめ対策・不登校支援担当」
を中心とした組織的・機能的な生徒指導を推進する。
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対応方針
・いじめ問題や不登校等の背景等も多様化・複雑化している状況に
あり，様々な手立てを講じる必要がある。特に不登校が長期化する
要因に家庭に係る状況が増加している傾向も見られ，学校が単独で
不登校の解決に向かうことはますます困難になっていることから，
児童生徒や保護者への対応とあわせて，対応する教職員が抱える悩
み等への助言や課題解決を支援していく必要がある。また，今後こ
れらの課題に対応するため，学校を外から支える仕組みの充実や保
健福祉部門等関係機関やフリースクール等の民間施設等との連携を
進める必要がある。

・震災前から全国平均を下回っている本県児童生徒の体力・運動能
力については，その向上が依然として全県的な課題である。また，
県内の学校の再編統合が進み，スクールバスによる登下校の増加に
伴い，児童生徒の体力・運動能力や生活習慣等への影響が懸念され
る。また，ゲーム機やスマートフォン，コンピュータの普及によ
り，それらの画面を見る時間（スクリーンタイム）が多くなること
による児童生徒の運動時間減少が問題視されている。さらに，運動
だけでなく，規則正しい生活習慣や食生活の定着について，学校と
して組織的な取組の充実を図っていく必要がある。

・教育庁内に設置した「心のケア・いじめ・不登校等対策プロジェ
クトチーム」の相談体制や，大河原教育事務所と東部教育事務所に
設置した「児童生徒の心のサポート班」の家庭や学校への直接的な
支援体制の一層の充実を図る。また，いじめ・不登校等により支援
を必要とする児童生徒等の社会的自立や学校復帰のために市町村が
設置する「みやぎ子どもの心のケアハウス」を，令和2年度に28市町
から33市町村に拡充し，学校外での学びの支援拠点を充実させてい
る。今後，フリースクール等民間施設との連携やスクールカウンセ
ラーやスクールソーシャルワーカーによるアセスメントの実施等，
教育支援センターとしての機能強化や保健福祉部との連携を強化す
る。
・これまでも関係機関との連携により，本人や家庭のニーズにあっ
た支援をすべく，様々な取組を行っているところであるが，数字と
しての成果は現れにくい状況にあるが，訪問指導員の支援により，
登校への意欲が表れてきた，学習意欲が向上したなど，約8割の児童
生徒に状況の好転が見られた。また，みやぎ子どもの心のケアハウ
ス運営支援事業においても，丁寧な対応により，不登校児童生徒に
変化が見られるなど，成果が報告されていることから，現在展開し
ている取組については，絶えず見直しを図り効果的な対応を検討し
ながら，粘り強く継続することが成果につながるものと考える。あ
わせて，未然防止の視点による「魅力ある学校づくり」を進め，新
規不登校の抑制を図る。

・体力・運動能力の向上については，これまでの「Webなわ跳び広
場」の取組に加え，新たに「Webマラソン大会」を開催し，「Web運
動広場」の取組の充実を図る。さらに，幼児期から小・中・高等学
校まで継続した児童生徒の運動機会の創出と体力向上の取組を実施
するため，「子どもの体力・運動能力向上拡充合同推進会議」を開
催し，課題の共有と組織的な取組の充実を図るとともに，小学校1年
生から高校3年生までの12年間にわたって活用する体力・運動能力記
録カードの調査・分析結果を，今後の取組に反映させていく。
・スクリーンタイムを削減するために，家庭との連携が図られるよ
う「元気アップ通信」を県教育委員会ホームページに掲載すること
により啓発を促していく。
・民間企業や大学と連携し，新たな視点から，運動習慣の確立や効
率的かつ効果的な部活動等の推進を図り，児童生徒の体力・運動能
力向上を目指す「体力・地域スポーツ力向上推進事業」を継続して
いく。

施策を推進する上での課題と対応方針

課題
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　■達成度　　Ａ：｢目標値を達成している｣（達成率 100%以上）　　　Ｂ：｢目標値を達成しておらず，達成率が80%以上100%未満｣
　　　　　　　　　 Ｃ：｢目標値を達成しておらず，達成率が80%未満｣　　 Ｎ：「実績値が把握できない等の理由で，判定できない」
　■達成率（%）　フロー型の指標：実績値／目標値　　ストック型の指標：（実績値－初期値）／（目標値－初期値）
　　　　　　　　　　　目標値を下回ることを目標とする指標：（初期値－実績値）／（初期値－目標値）

■　政策評価 概ね順調

評価の理由・各施策の成果の状況

・「経済・社会の持続的発展と環境保全の両立」に向けて，2つの施策に取り組んだ。

・施策27の「環境に配慮した社会経済システムの構築と地球環境保全への貢献」については，目標指標「県内の温室効果ガス排出量」が
目標を達成したほか，環境に関する情報発信や学習機会の確保，設備導入補助等の実施により，県民や事業者など各主体において環境配
慮行動の実践が進むなど一定の成果が現れているが，達成度が十分でない目標指標があること，今後の再生可能エネルギーの導入促進を
図るためには環境や地域との共生に配慮した取組の更なる推進が必要であることなどを総合的に勘案し，「やや遅れている」と判断し
た。

・施策28の「廃棄物等の3Rと適正処理の推進」については，4つの目標指標のうち，「県民一日一人当たりの一般廃棄物排出量」の達成
度が「C」であったものの，令和元年東日本台風に伴う廃棄物増加の影響や，他の目標指標の達成度が「B」であること，市町村と連携し
た啓発事業等の実施により一定の成果があったなどを考慮し，施策全体としての評価は「概ね順調」とした。

・以上の理由から，政策11については，目標指標に一部達成度が十分でないものがあるものの，スマホアプリの開発・運用のほか，イベ
ントやキャンペーン，小学校での出前講座，設備導入補助や技術開発支援，市町村と連携した啓発事業等の実施により，政策を推進する
上で重要である，県民や事業者など各主体への普及啓発や，各主体における再生可能エネルギーの導入，省エネルギー化や3Rなどの環境
配慮行動の実践が進んでいることから，政策全体としては「概ね順調」と判断した。

概ね順調

(令和元年度)

一般廃棄物リサイクル率（％）
24.9%

Ｂ
(令和元年度)

産業廃棄物排出量（千トン）
10,486千トン

Ｂ
(令和元年度)

28
廃棄物等の3Ｒ（発生抑制・
再使用・再生利用）と適正
処理の推進

227,177

県民一人一日当たりの一般廃棄物排出量
（g/人・日）

990g／人・日
Ｃ

産業廃棄物リサイクル率（％）
33.7%

Ｂ
(令和元年度)

27
環境に配慮した社会経済シ
ステムの構築と地球環境保
全への貢献

3,057,331

再生可能エネルギーの導入量（熱量換算）
（TJ）

22,615TJ
Ｂ

やや遅れ
ている

(令和2年度)

県内の温室効果ガス排出量（千t-CO2）
20,112千t-CO2

Ａ
(平成29年度)

間伐による二酸化炭素吸収量（民有林）
（千トン）［累計］

372千トン
Ｃ

(令和元年度)

　地球温暖化や資源・エネルギーの枯渇，希少生物の絶滅進行や生態系の破壊など，環境悪化が地球規模での深刻な問題となっている。
健全で豊かな環境は，生活を支える基盤であり，生存の基盤でもあることから，県民やＮＰＯ，企業，市町村等と連携を図りながら，経
済や社会の発展と両立する環境負荷の少ない持続可能な地域社会を構築しなければならない。
　また，こうした社会への転換に向け，県民や事業者が，将来世代の持続性を考えて環境に配慮した行動・活動を促す意識啓発等に取り
組む。
　特に，地球温暖化対策については，東日本大震災に伴う原子力発電所の稼働停止や復興需要により，温室効果ガスの排出量の増加が見
込まれることから，再生可能エネルギーの導入を促進し，県民総ぐるみの省エネルギー活動などを推進する。
　さらに，環境に配慮した製品や事業者が，消費者に選ばれる市場を形成するため，県として率先してグリーン購入などに取り組むほ
か，環境技術の高度化に向けた支援を行う。
　加えて，環境保全への配慮とエネルギーの安定供給との調和を図るため，水素エネルギーの利活用の推進のほか，クリーンエネルギー
等環境関連産業の誘致及び振興等を図るとともに，クリーンエネルギー社会の実現に資する先進的なプロジェクトを実施するなど，環境
と経済の両立に向けた取組を推進する。
　一方，廃棄物対策は身近で重要な課題であり，循環型社会を形成するための廃棄物等の3Ｒ（発生抑制，再使用，再生利用）の取組を
推進するほか，不法投棄の防止など廃棄物の適正処理を一層推進するため，排出事業者，廃棄物処理業者等への啓発活動や監視指導を強
化する。

政策を構成する施策の状況

施策
番号

施策の名称
令和2年度
決算額

（千円）
目標指標等の状況 施策評価実績値 達成

度(指標測定年度)

政策番号11 経済・社会の持続的発展と環境保全の両立
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政策を推進する上での課題と対応方針

課題 対応方針
・施策27については，経済・社会の持続的発展と環境保全の両立に
向け，県民一人一人が環境配慮行動を実践していくことが重要であ
る。特に，地球温暖化対策については，「2050年二酸化炭素排出実
質ゼロ」を実現するため，県民生活・地域社会・産業など様々な分
野において，更なる対策を進めていくことが求められる。幅広い世
代に対し，効果的に情報発信を行っていく必要がある。

・気温の上昇や大雨の頻度増加など，気候変動の影響が各地で起き
ており，地球温暖化による被害の回避や軽減に対する適応策を推進
する必要がある。

・再生可能エネルギーの導入促進については，環境に配慮したまち
づくり（エコタウンの形成）に向け，再生可能エネルギーを活用し
た事業に取り組む団体を増やすとともに，人材の育成や事業の一層
の定着を図る必要がある。また，エネルギー供給源の多様化や自立
分散型エネルギーの普及のため，更なる再生可能エネルギーの導入
拡大と多様化を図るとともに，エネルギーの地産地消，効率的利用
を積極的に推進していく必要がある。

・環境に配慮した製品や事業者の環境関連産業の振興に向けて，環
境関連分野における設備・機器の開発や製造，さらには，これらの
製品の市場拡大等，関連産業の持続的発展が求められるが，県内で
新たに環境関連分野に取り組む事業者が多くない状況にあることか
ら，積極的なシーズの掘り起こし等により，事業化の取組を促進し
ていく必要がある。また，水素エネルギーの利活用に向けては，日
常生活において認知度や理解度を高めることが課題となっているほ
か，更なるFCVの普及拡大のため，水素供給体制の強化が必要であ
る。

・地球温暖化対策に資する間伐については，森林所有者の不在村化
や，林業収益性の低さを理由とした経営意欲の低迷等により，林業
事業体では間伐や再造林等の森林整備を計画的に推進するのが困難
な状況にあるため，収益確保を目指す低コスト施業モデルの普及・
定着を進める必要がある。

・「2050年二酸化炭素排出実質ゼロ」の脱炭素社会の構築に向けて
は，国の動向を踏まえながら，本県の地球温暖化対策実行計画（区
域施策編）の見直しに着手するとともに，普及啓発や学習機会の確
保，県自らの率先実行等により，県民，事業者など全ての主体が
様々な場面で環境を考え，二酸化炭素の排出削減やグリーン購入な
どの環境配慮行動を実践できるよう促していく。また，地球温暖化
対策の必要性・重要性を分かりやすく広く伝えるため，「2050年二
酸化炭素炭素排出実質ゼロ」に関するロゴマークやスローガン，
2050年の宮城県のイメージ図を作成するとともに，新型コロナウイ
ルス感染症の影響を踏まえ，関連動画やウェブ等のオンラインを活
用した効果的な情報発信に取り組む。

・分野横断的な視点で気候変動適応策に関する取組を推進するほ
か，新型コロナウイルス感染症の影響を考慮しながら，宮城県気候
変動適応センターやウェブなどにおいて普及啓発を実施する。

・エコタウン形成に向け，協議会活動や実現可能性調査，ハード整
備を伴う実証などへの補助のほか，案件の掘り起こし，専門家によ
るアドバイス，事業化のプロセスなどを学ぶ機会の提供などによ
り，人材育成や事業化に向けた取組を引き続き進めていく。また，
陸上風力発電の計画が複数あることから，今後の導入の推移を注視
していくとともに，県産未利用材をエネルギー利用する取組や，地
中熱，温泉熱などの未利用熱を利用する取組を積極的に支援してい
く。

・環境関連分野における設備・機器等のものづくりの取組について
は，地域未来投資促進法に基づく「宮城県環境・エネルギー関連産
業基本計画」の運用や地方創生推進交付金の活用などで支援体制の
充実を図っており，引き続きこれらの活用を通じて意欲的な事業者
の取組を支援していく。また，FCVの導入補助や試乗会，体験イベン
ト等により，水素エネルギーに関する認知度や理解度が高まるよう
普及啓発を推進していくとともに，事業者が行う商用水素ステー
ションの整備や，FCバス，FCVタクシー，レンタカーの運行を支援す
るなど，水素エネルギーの利活用推進に積極的に取り組んでいく。

・林業の収益性確保のため，伐採と造林を一体的に行う「一貫施
業」に対して従来より手厚く補助するなど，林業の省力化・低コス
ト化が現場レベルで進むように森林整備関係事業の補助体系の見直
しを行ったところであり，今後は，見直しの趣旨に沿った低コスト
な優良事例の普及を図っていく。また，事業の執行率向上のため，
事業執行実績を踏まえて段階的に配分するなど，引き続き効果的な
活用を図っていく。
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・施策28については，一般廃棄物の排出量は東日本大震災前に比べ
ると依然として多く，県が行った各種取組の成果により徐々に低減
しているが，ここ数年は横ばい状態である。廃棄物等の3Rに対する
県民意識は高いものの，必ずしも環境保全活動や一歩踏み出した行
動に結びついていない実態がある。また，焼却ごみ中に混入するプ
ラスチックごみや紙ごみが見受けられるほか，食品ロス削減の取組
が遅れている。意識啓発や市町村の各種取組の支援を継続すること
で，一般廃棄物の排出量の減少とリサイクル率の向上を図る必要が
ある。

・県内事業所への廃棄物の再資源化を促進するためのリサイクル関
連技術の導入については，今後一層，技術開発及び設備導入への支
援が必要である。また，県内ではプラスチック，小型家電，食品廃
棄物のリサイクルに課題があることから，これらのリサイクルの推
進を図ることで，一般廃棄物と産業廃棄物のリサイクル率を向上さ
せる必要がある。

・震災復旧復興工事の減少により，建設系廃棄物の排出量が少なく
なっているものの，依然として木くず，コンクリートくずなどの建
設系廃棄物の不法投棄案件も発生しており，排出事業者等に対する
適正処理に向けた指導等も引き続き必要になっている。

・排出事業者は産業廃棄物処理業者の情報（受託廃棄物量や処理フ
ロー等）について十分に把握できる機会が少ないことから，情報の
収集及び講習会の開催等により，廃棄物処理過程を透明化する必要
がある。そのため，多くの情報を効率よく取得できるよう構築した
システムを有効に活用することが必要である。

・政策11については，上記課題に適確に対応しながら，引き続き経
済・社会の持続的発展と環境保全の両立に取り組んでいく必要があ
る。

・3R啓発事業（3Rイベント，食品ロス削減，3RラジオスポットCM
等）について，市町村や事業者等と連携して実施する。特にイベン
トにおいては，海洋プラスチック問題やバイオプラスチックの利用
など最近の課題を踏まえたテーマを設定して取り組むとともに，
フードドライブの実施などにより食品ロス削減の意識向上を図る。
また，継続して市町村等3R連携事業（ワークショップ，3Rパネル貸
出等）を適切に実施することにより市町村の取組を支援する。3Rの
推進に当たっては，動画を活用した普及啓発により若年層への定着
を図るほか，令和3年3月に策定した「宮城県循環型社会形成推進計
画（第3期）」の基本方針を踏まえ，食品ロス削減推進計画の策定等
も通じて，県内の取組を進めていく。

・県内事業所については，循環資源としての廃棄物の活用ニーズの
把握に努めながら，環境産業コーディネーターによる事業者におけ
る3Rや適正処理に向けた支援及びリサイクル技術開発・設備導入に
係る支援の拡充を図るとともに，小型家電リサイクルや食品循環資
源リサイクル促進に向けた産学官連携事業などの取組を行う。ま
た，小型家電リサイクルや食品循環資源リサイクルを促進し，循環
型社会構築を推進するための呼びかけをイベント等を通じて行う。

・不法投棄等に係る啓発事業や産廃Gメンなどによる監視活動を計画
的に実施する。また，産業廃棄物実態調査や廃棄物処理施設の立入
検査等の機会を十分に活用し，発生する廃棄物やその処理の状況把
握を行い，適正な処理について指導等を行う。

・産業廃棄物処理業者や多量排出事業者の廃棄物処理情報を含めた
産業廃棄物処理実績電子報告システムの利用拡大や電子マニフェス
トの活用促進等を行い，各事業者が取り扱う廃棄物の種類や処理量
を速やかに把握できるようにするとともに，排出事業者に対して廃
棄物処理法に基づく適正処理を普及啓発するための講習会を引き続
き開催することで，産業廃棄物処理の透明化を推進する。

・政策11については，「新・宮城の将来ビジョン」の政策7により，
環境負荷の少ない地域経済システム・生活スタイルの確立や，豊か
な自然と共生・調和する社会の構築に向け，取り組んでいく。

政策を推進する上での課題と対応方針

課題 対応方針
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63.5% (令和2年度)

社会
経済
情勢

・アメリカ，中国，EUなど世界各国が温室効果ガス排出実質ゼロを宣言する中，令和2年10月，我が国においても「2050年カーボン
ニュートラル（脱炭素社会の実現を目指すこと）」の宣言がなされた。積極的に環境対策を行うことが産業構造や社会経済に変革
をもたらし，次なる大きな成長へ繋がっていくとの認識の下，国では「グリーン成長戦略」など各種政策・施策を打ち出している
ほか，エネルギー基本計画や地球温暖化対策計画の見直しなどを進めている。
・国の呼びかけにより，「2050年二酸化炭素排出実質ゼロ」を表明する地方公共団体が増加し，人口ベースで1億人を超えている
（令和3年3月）。本県では，令和元年12月に表明したほか，令和3年3月策定の「宮城県環境基本計画（第4期）」において，新たな
長期目標として掲げたところである。
・FIT制度の創設以降，県内では，太陽光発電を中心に再生可能エネルギーの導入が進展してきたが，導入件数の増加に伴い，設置
場所や設置方法が多様化してきている。また，再生可能エネルギーによる電力の接続先系統の制約が顕在化してきている。

■　施策評価 やや遅れている

評価の理由

目標
指標
等

・一つ目の目標指標「再生可能エネルギーの導入量（熱量換算）」は，対象年度（令和2年度）の実績値（速報値）（※）が
22,615TJであり，太陽光発電の導入は順調に増加しているものの，太陽光以外のエネルギー種の導入は横ばいの状態が続き，目標
達成には至らなかった。
・二つ目の目標指標「県内の温室効果ガス排出量」は，対象年度（平成29年度）の実績値（※）が20,112千t-CO2であり，目標を達
成している。
・三つ目の目標指標「間伐による二酸化炭素吸収量（民有林）」は，三つ目の目標指標「間伐による二酸化炭素吸収量（民有
林）」は，令和元年東日本台風の影響や，新型コロナウィルス感染拡大に伴う木材需要減少等の理由により，間伐実施面積が目標
の6割にとどまり，目標達成には至らなかった。
※基本票作成時点では，算定に必要な国の統計の公表の遅れ等により集計中であったが（達成度「N」），対象年度の実績値が判明
したため記載を更新したもの。

県民
意識

・類似する取組である震災復興計画の政策1施策3「持続可能な社会と環境保全の実現」に係る県民意識調査結果では，「満足」
「やや満足」とする高満足群の割合は，平成30年度41.0%，令和元年度43.0%，令和2年度43.0%と概ね同程度で推移している。一
方，「重要」「やや重要」とする高重視群の割合は，平成30年度66.7%，令和元年度70.8%，令和2年度71.7%と増加しており，こう
した環境に対する意識の高まりを，県民や事業者など各主体の環境配慮行動の実践につなげるとともに，施策の成果等を分かりや
すく発信していくことが必要である。

3
間伐による二酸化炭素吸収量（民有林）
（千トン）［累計］

141千トン 505千トン 372千トン
C

20,679千t-CO2
(平成25年度) (平成29年度) (平成29年度) 134.7% (平成29年度)

2 県内の温室効果ガス排出量（千t-CO2）
22,311千t-CO2 20,679千t-CO2 20,112千t-CO2

A

557千トン

（平成24年度） (令和元年度) (令和元年度)

25,891TJ

（平成22年度） (令和2年度) (令和2年度) 87.3％ (令和2年度)
1 再生可能エネルギーの導入量（熱量換算）（TJ）

20,793TJ 25,891TJ 22,615TJ
B

計画期間目標値
(指標測定年度) (指標測定年度) (指標測定年度) 達成率 (指標測定年度)

目標
指標
等

　■達成度　　Ａ：｢目標値を達成している｣（達成率 100%以上）　　　Ｂ：｢目標値を達成しておらず，達成率が80%以上100%未満｣
　　　　　　　　　　 Ｃ：｢目標値を達成しておらず，達成率が80%未満｣　　 Ｎ：「実績値が把握できない等の理由で，判定できない」

　■達成率（%）　フロー型の指標：実績値／目標値　　ストック型の指標：（実績値－初期値）／（目標値－初期値）
　　　　　　　　　　　　目標値を下回ることを目標とする指標：（初期値－実績値）／（初期値－目標値）

初期値 目標値 実績値 達成度

施策の方向

（「宮城の
将来ビジョン
・震災復興
・地方創生

実施計画」の
行動方針）

◇ 環境に関する情報の効果的な発信と，家庭，学校，地域社会や職場などにおける環境について学ぶ機会の充実を図る。
◇ グリーン購入やエコドライブなど，すべての主体による環境配慮行動の日常化を促進する。
◇ 地域特性を生かした多様な再生可能エネルギー等の導入促進や，県民総ぐるみの省エネルギー活動など，宮城から興す
地球温暖化対策を推進する。
◇ 市町村が取り組む環境に配慮したまちづくり（エコタウン）の形成に対する支援を行う。
◇ 県事務事業におけるグリーン購入，グリーン入札制度の導入など，環境配慮型企業や製品の優遇による県の環境配慮型
率先行動を実施する。
◇ 森林整備の推進や木材の利用拡大，県民が実施する森林づくり活動に対する支援など，社会全体で支える森林づくりを
推進する。
◇ クリーンエネルギー等環境関連産業の誘致及び振興と，クリーンエネルギー社会の実現に資する先導的なプロジェクト
を実施する。
◇ 商用水素ステーション整備への支援のほか，燃料電池自動車の導入促進など，水素エネルギーの利活用に向けたプロ
ジェクトを実施する。

政策番号11

施策番号27 環境に配慮した社会経済システムの構築と地球環境保全への貢献
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評価の理由

事業
の成
果等

・様々な場面において県民が環境を考え，行動する気運の醸成に向け，身近な地球温暖化対策などについて県民へ助言等を行う地
球温暖化防止活動推進員の委嘱・活動支援や，スポーツ団体等と連携したイベント，家庭向け省エネキャンペーン，小学校での出
前講座（延べ42校1,809人）などを通じ，環境に関する情報の発信や学習機会の充実を図った。
・各主体の環境配慮行動促進のため，家庭向けには，「うちエコ診断（家庭向け省エネ診断）」の実施支援や，スマホアプリ「eco
チャレンジみやぎ」の開発・運用（令和2年11月配信開始・5,634人登録）のほか，住宅用太陽光発電システム，家庭用燃料電池等
の導入，既存住宅の省エネルギー改修に対する助成（延べ4,253件）等を行った。事業者向けには，設備導入補助や分野ごとのセミ
ナーを実施し，再生可能エネルギーの導入や省エネルギー化等を促進した。
・エネルギー供給源の多様化等の観点から導入を進めていた，沿岸地域における風力発電については，事業者候補の判断により中
止となったが，陸上風力発電に係る調査2件を支援した。太陽光発電については，地域との共生を太陽光発電事業者に促す太陽光発
電設備の設置等に関するガイドラインの周知に努めるとともに，県内市町村と情報共有を図った。
・環境に配慮したまちづくり（エコタウン）の形成に向けては，EV・V2H（住宅用外部給電機器）や地域経済循環につながる再生可
能エネルギー導入をテーマにしたオンラインセミナーのほか，市町村や地域団体のニーズに合わせて講師を派遣する出張セミナー
等を実施し，市町村のエコタウン形成を支援した。
・環境に配慮した製品を宮城県グリーン製品として認定し，県事業における積極的な利用と普及拡大に努めたほか，率先してグ
リーン購入を推進した。
・森林整備等については，各種補助事業を積極的に活用して間伐の推進を図ったが，台風や新型コロナウイルス感染症の影響等に
より，間伐実施面積は目標の6割に止まった。
・環境関連産業の振興を図るため，環境産業コーディネーターが県内事業者を訪問等し（延べ約1,000件），省エネ等に関する情報
提供，産産・産学マッチング等を行ったほか，クリーンエネルギーの利活用に資する先導的な取組に対し補助を行った。
・水素エネルギーの利活用推進に向けては，事業者が行う商用水素ステーションの整備や燃料電池(FC)バスの路線運行を支援する
とともに，燃料電池自動車（FCV)の導入補助，FCVのカーレンタルやタクシーの実証運行を実施し，FCVの利用機会の創出と水素エ
ネルギーの認知度向上を図った。また，公用車として導入したFCVを活用し，イベント等への貸出を行ったほか，地域情報誌等への
記事掲載により，県民の理解促進を図った。
・一つ目の目標指標「再生可能エネルギーの導入量（熱量換算）」の実績値（速報値）は，FIT制度による導入件数や家庭での設備
導入の増加などにより，太陽光発電は順調に増加しているが，その他のエネルギー種は横ばいの状態にあるほか，大規模な施設で
は環境への配慮や地域住民との合意形成など，導入に至るまで十分な調整が必要となることなどから，達成度は「B」となってい
る。二つ目の目標指標「県内の温室効果ガス排出量」は，復興需要が落ち着くなどの要因で目標を達成している。

・施策全体で見ると，目標指標「県内の温室効果ガス排出量」が目標を達成するとともに，各事業においては，スマホアプリの開
発・運用のほか，イベントやキャンペーン，小学校での出前講座，設備導入補助等の実施により，施策を推進する上で重要であ
る，県民や事業者など各主体において再生可能エネルギーの導入・省エネルギー化などの環境配慮行動の実践が進んでいるが，達
成度が十分でない目標指標があることなどを総合的に勘案し，「やや遅れている」と評価した。

※ 評価の視点： 目標指標等，県民意識，社会経済情勢，事業の実績及び成果等から見て，施策に期待される成果を発現させることができた
かという視点で，総合的に施策の成果を評価する。
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施策を推進する上での課題と対応方針

課題 対応方針
・県内の二酸化炭素排出量（温室効果ガス排出量）は震災前までは
減少傾向であったが，震災後から増加傾向に転じており，平成27年
度に前年度をやや下回ったものの，「2050年二酸化炭素排出実質ゼ
ロ」を実現するためには，環境と社会経済の持続的発展との両立を
図りながら，県民生活・地域社会・産業など様々な分野において更
なる対策を進めていくことが求められる。

・地球温暖化対策を効果的に実施するには，県民一人一人が課題解
決に向けた取組を行うことが求められており，幅広い世代に対し，
効果的に情報発信を行う必要がある。

・気温の上昇や大雨の頻度増加など，気候変動の影響が各地で起き
ており，地球温暖化による被害の回避や軽減に対する適応策を推進
する必要がある。

・エネルギー供給源の多様化や自立分散型エネルギーの普及に向
け，更なる再生可能エネルギーの導入拡大と多様化を図るととも
に，エネルギーの地産地消，効率的利用を積極的に推進していく必
要がある。

・環境に配慮したまちづくり（エコタウンの形成）に向けては，再
生可能エネルギーを活用した事業に取り組む団体を増やすととも
に，人材の育成や事業の一層の定着を図る必要がある。

・環境関連産業の振興に向けては，環境関連分野における設備・機
器の開発や製造，さらには，これらの製品の市場拡大等，関連産業
の持続的発展が求められるが，県内で新たに環境関連分野に取り組
む事業者が多くない状況にあることから，積極的なシーズの掘り起
こし等により，事業化の取組を促進していく必要がある。

・水素エネルギーの利活用に向けては，日常生活において認知度や
理解度を高めることが課題となっているほか，更なるFCVの普及拡大
のため，水素供給体制の強化が必要である。

・地球温暖化対策に資する間伐については，森林所有者の不在村化
や，林業収益性の低さを理由とした経営意欲の低迷等により，林業
事業体では間伐や再造林等の森林整備を計画的に推進するのが困難
な状況にあるため，収益確保を目指す低コスト施業モデルの普及・
定着を進める必要がある。

・施策27については，上記課題に適確に対応しながら，引き続き環
境に配慮した社会経済システムの構築と環境保全に取り組んでいく
必要がある。

・「2050年二酸化炭素排出実質ゼロ」の脱炭素社会の構築に向けて
は，国の動向を踏まえながら，本県の地球温暖化対策実行計画（区
域施策編）の見直しに着手するとともに，普及啓発や学習機会の確
保，県自らの率先実行等により，県民，事業者など全ての主体が
様々な場面で環境を考え，二酸化炭素の排出削減やグリーン購入な
どの環境配慮行動を実践できるよう促していく。

・対策の必要性・重要性を分かりやすく広く伝えるため，「2050年
二酸化炭素炭素排出実質ゼロ」に関するロゴマークやスローガン，
2050年の宮城県のイメージ図を作成するとともに，新型コロナウイ
ルス感染症の影響を踏まえ，関連動画やウェブ等のオンラインを活
用した効果的な情報発信に取り組む。

・分野横断的な視点で気候変動適応策に関する取組を推進するほ
か，新型コロナウイルス感染症の影響を考慮しながら，宮城県気候
変動適応センターやウェブなどにおいて普及啓発を実施する。

・陸上風力発電の計画が複数あることから，今後の導入の推移を注
視していく。また，県産未利用材をエネルギー利用する取組を重点
的に支援するほか，地中熱や温泉熱などの未利用熱を利用する取組
を積極的に支援していく。

・エコタウン形成のための協議会活動や実現可能性調査，ハード整
備を伴う実証や詳細な事業計画の策定などへの補助を継続して行う
とともに，県内各地で取組が進むよう，案件の掘り起こしを進めて
いく。また，これまで支援してきた事業者等には，専門家による技
術面や採算性などのアドバイスを積極的に行うほか，再生可能エネ
ルギーの基礎知識や事業化のプロセスなどを学ぶ機会の提供などに
より，人材育成や事業化に向けた取組を引き続き進めていく。

・環境関連分野における設備・機器等のものづくりの取組について
は，地域未来投資促進法に基づく「宮城県環境・エネルギー関連産
業基本計画」の運用や地方創生推進交付金の活用などで支援体制の
充実を図っており，引き続きこれらの活用を通じて意欲的な事業者
の取組を支援していく。

・FCVの導入補助や試乗会，県民向けの体験イベント等を開催し，生
活に身近な分野において水素エネルギーに関する認知度や理解度が
高まるよう普及啓発を推進していく。また，事業者が行う商用水素
ステーションの整備や，FCバス，FCVタクシー，レンタカーの運行を
支援するなど，水素エネルギーの利活用推進に積極的に取り組んで
いく。

・林業の収益性確保のため，伐採と造林を一体的に行う「一貫施
業」に対して従来より手厚く補助するなど，林業の省力化・低コス
ト化が現場レベルで進むよう，森林整備関係事業の補助体系の見直
しを行ったところであり，今後は，見直しの趣旨に沿った低コスト
な優良事例の普及を図っていく。また，補助事業の執行率向上のた
め，事業執行実績を踏まえて段階的に配分するなど，引き続き効果
的な活用を図っていく。

・施策27については，「新・宮城の将来ビジョン」の施策15及び施
策16により，環境負荷の少ない地域経済システム・生活スタイルの
確立や，豊かな自然と共生・調和する社会の構築に向け，取り組ん
でいく。
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96.3% (令和2年度)

社会
経済
情勢

・令和2年の宮城県の経済動向では，経済活動は概ね高水準で推移しており，基調としては緩やかに回復しているものの，足踏み状
態となっている。生産は上昇，住宅投資や企業倒産は減少，個人消費や公共投資は増加，雇用は足踏みがみられる。
･東日本大震災による県民生活環境や産業構造の変化が続く中，東日本大震災以降続いていた一般廃棄物排出量の高止まりの状態は
やや改善しつつ，横ばい状態が続いている。
・また，震災復興需要も低下しており，産業廃棄物の排出量については，震災復興事業の減少とともに下降していく状況である。

■　施策評価 概ね順調

評価の理由

目標
指標
等

・目標指標1の一般廃棄物については，震災前まで一人一日当たりの一般廃棄物排出量は順調に減少(平成22年度は961g/人・日）し
てきていたが，震災後の平成23年度（1,047g/人・日）には増加した。平成24年度以降は概ね減少していたが，生活系排出量の増加
により，令和元年度は990g/人・日となり，平成30年度の972g/人･日に比べて増加した。
・目標指標2の一般廃棄物のリサイクル率については，横ばいの状況が続いている。
・目標指標3の産業廃棄物排出量については，平成28年度は，震災後の復旧復興工事等の建設工事が増加していたことや製造業の生
産，出荷が回復していること，下水道施設の完全復旧等の影響により，過去10年間で最も多くなったが，平成29年度は，震災関連
工事からの排出が大きく減少し，それ以降ほぼ横ばいの状態が続いている。
・目標指標4の産業廃棄物リサイクル率についても，復旧復興工事関連の廃棄物の排出量が減少するのに伴い，比較的リサイクル率
の高いがれき類の排出量の割合が減少したことから，令和元年度は目標値を下回った。

県民
意識

・令和2年県民意識調査では，「ごみはいつも分別している」とする割合は，90.2%と令和元年より0.3ポイント低くなっており，地
域別では，沿岸部で91.5%，内陸部で89.2%と若干の差が出ている。また，「ごみは地域で指定された方法で出している」とする割
合は，90.2%と令和元年より0.5ポイント低くなっており，地域別では，沿岸部で91.8%，内陸部で89.0%と大きな差はない。
・日常生活の中で行っている3Rに関する取組については，「買い物時は，マイバックを持参するようにしている」とした割合が
85.1%と前年比で高くなっており，令和2年7月からのレジ袋有料化による影響も大きいと思われる。他の項目である「壊れているも
のを修理したり，いらなくなった物を人に譲ったりすることで，物を大切に使う」とした割合は32.8%，「買い物時は，環境にやさ
しい商品を選んでいる」とした割合は12.1%と前年比で低くなっているほか，3Rに関する取組を「行っているものはない」とする回
答も0.6%あった。
・全体としては，廃棄物等の3Rに対する意識は前年度に引き続き高い状態は続いていると考えられるが，手間や利便性の問題があ
る場合は，3Rに対する行動は限定的になっていると考えられる。
・ごみの処理で身の回りで見聞きしたことについては，「廃棄するテレビなどの家電製品を無料回収業者に引き渡す」が9.0%で令
和元年の35%より大きく減少しており，意識の向上が見られる。また，「ごみを庭などで燃やす」は32.4%と若干の増加がみられ，
地域別では沿岸部で17.1%，内陸部で42.4%と内陸部で高くなっている。

4 産業廃棄物リサイクル率（％）
29.9% 35.0% 33.7%

B

10,000千トン

(平成19年度) (令和元年度) (令和元年度) 96.9% (令和2年度)
3 産業廃棄物排出量（千トン）

11,172千トン 10,167千トン 10,486千トン
B

35.0%

(平成19年度) (令和元年度) (令和元年度)

30.0%

(平成19年度) (令和元年度) (令和元年度) 85.0% (令和2年度)
2 一般廃棄物リサイクル率（％）

24.0% 29.3% 24.9%
B

930g/人･日

(平成19年度) (令和元年度) (令和元年度) 61.8% (令和2年度)
1

県民一人一日当たりの一般廃棄物排出量
（g/人・日）

1,066g/人･日 943g/人･日 990g/人･日
C

計画期間目標値
(指標測定年度) (指標測定年度) (指標測定年度) 達成率 (指標測定年度)

目標
指標
等

　■達成度　　Ａ：｢目標値を達成している｣（達成率 100%以上）　　　Ｂ：｢目標値を達成しておらず，達成率が80%以上100%未満｣
　　　　　　　　　　 Ｃ：｢目標値を達成しておらず，達成率が80%未満｣　　 Ｎ：「実績値が把握できない等の理由で，判定できない」

　■達成率（%）　フロー型の指標：実績値／目標値　　ストック型の指標：（実績値－初期値）／（目標値－初期値）
　　　　　　　　　　　　目標値を下回ることを目標とする指標：（初期値－実績値）／（初期値－目標値）

初期値 目標値 実績値 達成度

施策の方向
（「宮城の

将来ビジョン
・震災復興
・地方創生

実施計画」の
行動方針）

◇ 様々な場面における3Ｒ活動を推進するための県民・事業者・市町村等に対する啓発活動を充実させる。
◇ 東日本大震災以降に排出量が多いままとなっている廃棄物の発生抑制，再資源化等を促進する。
◇ 製品の製造，流通から廃棄までの各段階やサービスの提供に伴う環境負荷低減を促進する。
◇ リサイクル施設の整備など3Ｒを支える社会的基盤の充実とリサイクル関連新技術開発を促進する。
◇ 廃棄物の適正処理の推進のための排出事業者等の意識醸成や県民の理解協力の促進と不法投棄等不適正処理の根絶に向
けた監視指導を強化する。
◇ 廃棄物処理に関する情報公開の促進などによる透明性の確保と必要施設の維持確保を促進する。

政策番号11

施策番号28 廃棄物等の３Ｒ（発生抑制・再使用・再生利用）と適正処理の推進
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評価の理由

施策を推進する上での課題と対応方針

課題 対応方針
・一般廃棄物の排出量は震災前に比べると依然多く，徐々に低減し
てきているが，ここ数年は横ばい状態である。また，廃棄物等の3R
に対する県民意識は高いものの，必ずしも環境保全活動や環境にや
さしい商品を選ぶなどの一歩踏み出した行動にはなかなか結びつい
ていない実態がある。また,焼却ごみ中に混入するプラスチックごみ
や紙ごみが見受けられるほか，食品ロス削減の取組が遅れている。
農林水産省の平成29年推計によると国内の食品ロスの量は約612万ト
ンで，国民1人当たり1日約132gの食品ロスを発生している計算にな
る。それらの実態を踏まえ，意識啓発や市町村の各種取組の支援を
継続することで，一般廃棄物の排出量の減少とリサイクル率の向上
を図る必要がある。

・県内事業所への廃棄物の再資源化を促進するためのリサイクル関
連技術の導入については，今後一層，技術開発及び設備導入への支
援が必要である。また，県内ではプラスチック，小型家電，食品廃
棄物のリサイクルに課題があることから，これらのリサイクルの推
進を図ることで，一般廃棄物と産業廃棄物のリサイクル率を向上さ
せる必要がある。

・震災復旧復興工事の収束により，建設系廃棄物の排出量が減少傾
向になっているものの，依然として木くず，コンクリートくずなど
の建設系廃棄物の不法投棄案件も発生しており，排出事業者等に対
する適正処理に向けた指導等も引き続き必要になっている。

・排出事業者は産業廃棄物処理業者の情報（受託廃棄物量や処理フ
ロー等）について十分に把握できる機会が少ないことから，情報の
収集及び講習会の開催等により，廃棄物処理過程を透明化する必要
がある。そのため，多くの情報を効率よく取得できるよう構築した
システムを有効に活用することが必要である。

・施策28については，上記課題に適確に対応しながら，引き続き廃
棄物の発生抑制や適正処理，循環資源としての利用の推進に取り組
んでいく必要がある。

・3R啓発事業（3Rイベント，食品ロス削減，3RラジオスポットCM
等）を市町村や事業者等と連携して実施する。特にイベントにおい
ては，海洋プラスチック問題やバイオプラスチックの利用など最近
の課題を踏まえたテーマを設定して取組むとともに，フードドライ
ブを実施するなどして食品ロス削減の意識向上を図る。また，継続
して市町村等3R連携事業（ワークショップ，3Rパネル貸出等）を適
切に実施することにより市町村の取組を支援する。
・小学生向けの動画による3R普及啓発用資材の作成により，若年層
の3R定着を図る。
・「宮城県循環型社会形成推進計画（第3期）」（令和3年3月策定）
の基本方針を踏まえ，食品ロス削減推進計画の策定等も通じて，県
内の取組を勧めていく。

・環境産業コーディネーターによる循環資源としての廃棄物の活用
ニーズの把握に努め，事業者による廃棄物等の3Rや適正処理を推進
する。
・事業者に対するリサイクル技術開発・設備導入に係る支援の拡充
を図る。
・小型家電リサイクルや食品循環資源リサイクルを促進し，循環型
社会構築を推進するための呼びかけをイベント等を通じて行う。

・不法投棄等の不適正処理の未然防止と早期発見による自然環境や
生活環境への影響低減のため，啓発事業や産廃Gメンなどによる監視
活動を計画的に実施する。また，産業廃棄物実態調査や廃棄物処理
施設の立入検査等の機会を十分に活用し，発生する廃棄物やその処
理の状況把握を行い，適正な処理について指導等を行う。

・産業廃棄物処理業者や多量排出事業者の廃棄物処理情報を含めた
産業廃棄物処理実績電子報告システムの利用拡大や電子マニフェス
トの活用促進等を行い，各事業者が取り扱う廃棄物の種類や処理量
を速やかに把握できるようにするとともに，排出事業者に対して廃
棄物処理法に基づく適正処理を普及啓発するための講習会を引き続
き開催することで，産業廃棄物処理の透明化を推進する。

・「新・宮城の将来ビジョン」の取組15により，廃棄物の削減や有
効活用，適正処理の推進に向け取り組んでいく。

事業
の成
果等

・循環型社会構築のための3R推進事業では，市町村等担当者を対象として，「ごみ出し支援」，「ごみの減量・資源化」，「適正
処理」の3テーマを設定しグループ討議等を行うワークショップを4回開催し，テーマごとに取り組む事業等を決定するなど，市町
村間の課題について共通認識を図りながら，担当職員のスキルアップにつなげることができた。一般廃棄物に関する事務は主に市
町村の事務であることから，県では普及啓発事業等により市町村に対する支援を実施しているところであり，こうした取組を通じ
て，一般廃棄物に係る排出量の削減に寄与していく。
・また，「ゼロ・エミッション」の取組を評価できるようにするため，廃棄物処理による二酸化炭素排出量の自動計算ツールを作
成するとともに，データの補完作業を行った。今後，産業廃棄物実態推定調査でデータ積み上げを行い，循環計画の指標とするか
検討していく。
・産業廃棄物3R等推進事業では，環境産業コーディネーター派遣事業において，企業訪問により延べ1,036事業者の支援を行ったほ
か，産業廃棄物の3R等を推進するための，設備導入に対する補助など14件の実施により，産業廃棄物の発生抑制や再資源化等の取
組を促進した。また，事業者の3R等の自発的な取組を支援するためのエコフォーラム開催を支援した。
・産業廃棄物の適正処理推進事業では，ラジオ広報，スカイパトロール，監視カメラの設置などの不法投棄の早期把握，産業廃棄
物不適正処理監視員（産廃Gメン）などによるパトロールや防止に向けた啓発活動等を行い，早期解決につなげることができた。ま
た，排出事業者等講習会の実施等により，廃棄物の適正処理の推進のための排出事業者等の意識を高めることができた。
・一般廃棄物の取組と産業廃棄物の適正処理の徹底に対する施策に計画的に取り組んでいくため，食品廃棄物等のリサイクルシス
テム構築に向け，大学等への委託事業を行い，県内における食品リサイクルシステムの構築に向けた今後の方向性をまとめた。ま
た，小型家電リサイクルシステムの連絡協議会も実証実験を委託した大学と共催で行った。これらの取組を参考として，市町村が
行う一般廃棄物排出量削減等の取組への寄与が期待できる。
・4つの目標指標について，一般廃棄物の達成度が一部「C」であったが，令和元年10月に発生した令和元年東日本台風被害に伴う
災害廃棄物の増加による影響を鑑みるとともに，他の目標については達成度が「B」であるため，施策の評価は全体として「概ね順
調」とする。

※ 評価の視点： 目標指標等，県民意識，社会経済情勢，事業の実績及び成果等から見て，施策に期待される成果を発現させることができた
かという視点で，総合的に施策の成果を評価する。

88 88



政策番号14 巨大地震など大規模災害による被害を最小限にする県土づくり

31
巨大地震に備えた施設整備
や情報ネットワークの充実

51,495,025

主要幹線道路等の橋梁の耐震化完了数（橋）
［累計］

68橋
Ｂ

　大規模災害に備えるため，東日本大震災の教訓を踏まえ，高台移転，職住分離，多重防御による大津波対策，災害時に迅速かつ的確に
災害応急活動を実施し県民を災害から守るための活動拠点等の相互の機能補完や連携等のネットワーク形成による広域的な防災体制の整
備など災害に強いまちづくりを推進するとともに，地震，津波などに対しては観測体制を強化し，その情報を県民等に迅速に提供するこ
とにより被害の軽減を図る。
　また，早急に学校をはじめとする公共施設の耐震化について取り組むとともに，住宅等についても耐震化を促進する。
　津波に対しては，海岸保全施設等の整備等について，順次進めていく。同時に，住民や観光客等が速やかに避難できるような広報・避
難誘導態勢を整備するなど，ソフト対策も進め，総合的な津波対策を推進する。
　一方，洪水及び土砂災害に対しては，近年多発するゲリラ豪雨や台風等による被害を防ぐため，災害に関する知識の啓発や県民への迅
速かつ的確な防災情報の提供などのソフト対策と，自力での避難が困難な要配慮者の入居施設や二次被害の防止を目的とした避難所の整
備などのハード対策が一体となった総合的な災害防止対策を推進する。
　また，災害に対しては県民一人ひとりの防災意識の向上が特に重要であるため，平常時からきめ細かな情報提供を行うとともに，企業
に対するBCP（緊急時企業存続事業計画）策定の啓発及び県民への防災教育の普及促進を図る。
　災害発生時の対応は，行政だけでは限界があり，地域住民との連携が必要である。このため，住民による自主防災活動と，企業による
防災活動を促進するほか，これらの活動のリーダーとなる人材育成を行うなど地域における防災体制の整備を推進する。
　さらに，地域の中で要配慮者の安全が確保されるよう，避難体制や避難所の環境整備などについて，市町村や関係機関との連携を強化
するとともに，自主防災組織への情報提供を図る。
　加えて，被災後の県民の不安を軽減するため，正確な被災情報を迅速に提供する体制の整備を図るとともに，適切な被災者救済を行
う。
　東日本大震災の教訓の伝承のため，震災関連資料の収集・保存・公開などの取組を進め，防災・減災対策や防災教育等への効果的な利
活用を図る。

政策を構成する施策の状況

施策
番号

施策の名称
令和2年度
決算額

（千円）
目標指標等の状況 施策評価

概ね順調
(令和2年度)

多数の者が利用する特定建築物の耐震化率
（％）

94%
Ｂ

(令和元年度)

実績値 達成
度(指標測定年度)

32
洪水や土砂災害などの大規
模自然災害対策の推進

22,208,020

要改修区間延長に対し時間雨量40mm 相当の降
雨により想定される水害を防止できる河川区
間延長の増加率

1.1%
Ｃ

土砂災害から守られる住宅戸数（戸）［累
計］

14,805戸
Ｂ

(令和2年度)

概ね順調

(令和2年度)

土砂災害危険箇所におけるハード対策実施箇
所数（箇所）［累計］

635箇所
Ｂ

(令和2年度)

土砂災害危険箇所におけるソフト対策実施箇
所数（箇所）［累計］

8,101箇所
Ａ

(令和2年度)

　■達成度　　Ａ：｢目標値を達成している｣（達成率 100%以上）　　　Ｂ：｢目標値を達成しておらず，達成率が80%以上100%未満｣
　　　　　　　　　 Ｃ：｢目標値を達成しておらず，達成率が80%未満｣　　 Ｎ：「実績値が把握できない等の理由で，判定できない」
　■達成率（%）　フロー型の指標：実績値／目標値　　ストック型の指標：（実績値－初期値）／（目標値－初期値）
　　　　　　　　　　　目標値を下回ることを目標とする指標：（初期値－実績値）／（初期値－目標値）

■　政策評価 概ね順調

評価の理由・各施策の成果の状況

・「巨大地震など大規模災害による被害を最小限にする県土づくり」に向けて，3つの施策に取り組んだ。
・施策31の「巨大地震に備えた施設整備や情報ネットワークの充実」については，目標指標の一つである「主要幹線道路等の橋梁の耐震
化完了数」で入札不調に伴う事業進捗の遅れ等の要因により目標達成に至らなかったものの，達成率は97.1%と90%を上回っており，もう
一方の目標指標である「多数の者が利用する特定建築物の耐震化率」についても，未達成ではあるものの，達成率は91.1%と90%を上回っ
ている。また，広域防災拠点の整備については，整備期間の見直しがあるものの，開設に向け，継続的に関係機関との協議を進めてい
る。圏域防災拠点については，7圏域全ての運営用資機材の整備完了に伴い本格運用を開始しており，拠点派遣職員に対して開設・運営
に関する研修や運営用資機材操作研修会を実施し，対応力の向上に努めるなど施策全体として構成する事業で一定の進捗がみられること
から「概ね順調」と評価した。
・施策32の「洪水や土砂災害などの大規模自然災害対策の推進」については，近年多発するゲリラ雷雨や台風等による洪水被害を防ぐた
めの効果的な河川等の整備が，要改修延長1,360kmのうち整備済延長が511kmとなり，概ね順調に推移し浸水被害の軽減域が拡大してい
る。また，土砂災害を防ぐための効果的な土砂災害防止施設の整備は，計画調整等による事業の遅れが生じ，目標達成に至らなかった
が，着実に工事進捗は図られている。一方で，土砂災害警戒区域等の指定数については，目標値を上回る促進が図られ，土砂災害の急迫
した危険がある場合において避難に資する情報を提供し，避難態勢の整備につながっている。さらに，新たに治山施設の整備等47か所
（復旧治山等：26か所，予防治山：5か所，森林整備:16か所）の計画を進め，山地災害の未然防止や生活環境の保全等に向けて対策を推
進するなど，施策全体としては着実な進捗がみられることから「概ね順調」と評価した。
・施策33の「地域ぐるみの防災体制の充実」については，地域防災向上支援事業で，県内6地区の自主災害組織の立ち上げや活性化など
に向けた支援を新たに実施するなど施策を構成する全ての事業で一定の成果がみられたほか，目標指標である「防災リーダー（宮城県防
災指導員等）養成者数」は，目標を達成しているが，一方の目標指標である「自主防災組織の組織率」については，目標値を下回ってお
り，特に沿岸市町では依然としての組織率が低水準であることなどから，「概ね順調」と評価した。
・政策14「巨大地震など大規模災害による被害を最小限にする県土づくり」は，施設整備や大規模自然災害対策，さらに地域ぐるみでの
防災体制の充実を推進する必要があることから，以上の3つの施策で構成されている。政策全体として，目標を達成していない項目はあ
るものの，土砂災害へのソフト対策や防災指導員等の養成といった事業においては，目標を達成している。また，広域防災拠点の整備に
ついては，整備期間の見直しがあるものの，開設に向け，継続的に関係機関との協議を進めている。圏域防災拠点については，7圏域全
ての運営用資機材の整備完了に伴い本格運用を開始し，拠点派遣職員に対する研修を行い，対応力の向上に努めるなど，一定の成果を上
げられていることから，政策を構成する施策全てで「概ね順調」と評価していることから，本政策も「概ね順調」と評価する。

概ね順調
(令和2年度)

自主防災組織の組織率（％）
83.1%

Ｂ
(令和2年度)

33
地域ぐるみの防災体制の充
実

819,095

防災リーダー（宮城県防災指導員等）養成者
数（人）［累計］

10,949人
Ａ
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政策を推進する上での課題と対応方針

課題 対応方針
・施策31について，入札不調等による事業進捗の遅れが発生してい
るため，これまで，債務負担を活用した工事発注時期の前倒しな
ど，遅延防止に努めてきたが，河川内における工事施工の制約上，
これまでの入札不調による事業遅延分のフォローアップが不十分で
ある。また，ソフト対策では，平成28年11月に発生した福島県沖を
震源とする地震による津波への対応で明らかになった課題等を踏ま
え，平成29年10月に津波対策ガイドラインを改正し，沿岸市町へ必
要な助言を行ってきたところであるが，令和3年3月に発生した地震
における避難情報の発令について，一部ばらつきが見られたことか
ら，引き続き，市町に対し，ガイドラインに沿った対応について理
解を求めていくとともに，今後も地域ごとの津波避難計画策定支援
や津波に対する防災意識の向上を図る必要がある。

［短期的］
・事業の遅れの主な要因となっている入札不調については，債務負
担行為を活用した工事発注時期の前倒しをはじめ，これまで様々な
対策を講じた結果，改善傾向が見られることから，今後も継続して
対策を講じて入札不調による遅延の低減を図るとともに，適正な進
行管理に努め，事業を推進する。
［長期的］
・今後も，ガイドラインに沿った沿岸市町津波避難計画となるよう
支援を行っていく。
・引き続きシンポジウムやパネル展等を開催し，県民の防災意識の
向上を図り，津波による人的被害が最小限となるよう取り組んでい
く。

・施策32について，近年の異常気象により大規模自然災害が頻発し
ており，平成30年においては，6月28日から7月8日の間，梅雨前線
が日本付近に停滞し，また，台風第7号が南海上に発生・北上して日
本付近に暖かく湿った空気が供給され続けたことから，西日本を中
心に全国的に広い範囲で記録的な大雨となり，死者223名，家屋の全
半壊等20,663棟と，極めて甚大な被害が発生した。このことを踏ま
え，県内においても防災・減災対策を加速する必要がある。また，
平成26年の広島県で発生した土砂災害を受けて，土砂災害防止法が
改正され全国的に令和元年度までに県内に8,482か所ある1巡目の基
礎調査を完了するよう示されたことから,本県でも復興まちづくり等
により地形改変中の箇所を除いた8,222か所全ての調査を令和元年度
に完了させた。令和2年度からは2巡目基礎調査に着手し，既に土砂
災害警戒区域等(土砂災害危険箇所等)に指定されている箇所の社会
条件の変化を確認する。また,令和元年東日本台風を契機に改正され
た土砂災害防止対策基本指針に基づき，高精度な地形情報を用いた
土砂災害警戒区域等(土砂災害危険箇所等)の指定基準を満たす新た
な箇所の抽出について実施する必要が生じた。

［短期的］
・平成30年7月豪雨により，西日本を中心に広域的かつ同時多発的に
河川の氾濫，がけ崩れ等が発生し，極めて甚大な被害が発生したこ
とから，防災・減災，国土強靱化のための3か年緊急対策が閣議決定
され，県内においてもこの対策により，河川における防災のための
機能維持を進めていく。
［長期的］
・土砂災害警戒区域等(土砂災害危険箇所等)指定のための調査は，
令和2年度までに復興まちづくり等により地形改変中の箇所を除いた
8,229か所の調査が完了した。令和2年度からは5年間で指定済箇所
の2巡目基礎調査を実施するための体制の確保を図る。また,土砂災
害警戒区域等(土砂災害危険箇所等)の指定による市町村の地域防災
計画の策定やハザードマップ作成など避難態勢の構築を促し，災害
被害の軽減につなげる。
・ハード整備については，要配慮者利用施設や防災拠点施設などを
保全対象とする土砂災害警戒区域等(土砂災害危険箇所等)や災害発
生箇所を重点的に整備し，土砂災害から県民のいのちと暮らし守
る。

・施策33について，避難所運営や様々な意思決定の場面において，
男女共同参画の視点が必要である。また，自主防災組織について
は，依然，組織率が低水準となっている沿岸部を中心に，組織率向
上に向けた取組が必要であるとともに，地域防災リーダーの現場実
践力の向上や，学校など地域関係機関と自主防災組織の連携強化な
どが必要である。また，令和2年度学校安全に係る調査において，地
域との合同防災訓練等を実施した割合は76.8%となっているが，一層
の地域との連携による災害時の対応の確認の必要性がある。特に，
地域住民と連携した避難訓練を実施している学校が42.8％に留まっ
ているため，地域や関係機関等と連携した地域ぐるみでの学校防災
体制の構築が求められている。

［短期的］
・各学校において地域と連携した防災体制づくりが促進されるよ
う，新たに「地域連携型学校防災体制等構築推進事業」として各学
校の地域と連携した学校防災の取組を支援するため，学校防災窓口
を県教委に設置すると共に，専門的知見を必要とする場合には，防
災の専門家を派遣し，取組の支援を行っていく。
［長期的］
・男女共同参画の視点からの防災意識の啓発と，男女共同参画の視
点での防災対策等を地域住民に普及するため防災対策実践講座を開
催する。さらに，宮城県防災指導員についても，引き続き市町村と
連携し，中学生及び女性の講習受講を推進することにより，幅広い
地域防災体制の活性化に取り組む。また，高校生を対象とした「み
やぎ防災ジュニアリーダー養成事業」において，防災ジュニアリー
ダーを養成し，将来の宮城を支え，自主防災組織等における次世代
のリーダーなどの地域防災活動の担い手育成を図っていく。防災
ジュニアリーダーとして認定された者については，一定の要件を満
たした上で「宮城県防災指導員」としての認定を得ることができる
システムの活用を啓蒙していく。
・学校と地域との合同防災訓練の企画・運営や講師として学校の防
災学習等に地域防災リーダーが携わっており，今後も児童生徒や高
齢者等いわゆる災害弱者を中心に，災害に備えることの大切さや具
体的な避難行動について，避難訓練等を通じて発信していく。

・政策全体としては，近年，全国的に大規模な災害が発生してお
り，令和元年東日本台風では，平成31年3月に改定された避難勧告等
に関するガイドラインに基づき県内全ての市町村において5段階の警
戒レベルを用いた避難勧告の発令が行われたが，大きな被害がもた
らされており，災害対応の教訓を踏まえた検証作業を行い対策をと
る必要がある。

・施策31で進めている広域的な防災体制の整備により市町村と県と
の連携を確立させるとともに，施策32のハード整備を進めるほか，
施策33では避難情報の発令者である市町村に対し，担当者会議等の
場において指導・助言を図っていくことにより，被害の軽減を図
る。
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施策の方向

（「宮城の
将来ビジョン
・震災復興
・地方創生

実施計画」の
行動方針）

◇ 宮城県総合防災情報システムを活用した情報の収集や防災関係機関の相互の情報共有を推進する。
◇ 東日本大震災の記憶の風化防止や震災関連資料の収集・保存・公開等の取組の充実を図る。
◇ 要配慮者をはじめとした住民の円滑な避難体制や避難所運営体制等の整備支援と地域間の相互応援体制の整備支援を行
う。
◇ 災害ボランティアの円滑な受入・活動体制の整備支援と民間事業者との協力体制の整備を推進する。
◇ 被災後の生活安定支援体制を整備する。
◇ 自主防災組織の育成，防災訓練への参加促進，発達段階に応じた系統的な防災教育を推進する。
◇ 東日本大震災の教訓を踏まえ，復興のまちづくりに対応した地域防災力の強化・支援を行う。
◇ 行政や関係機関における防災に関する深い知識や高い判断能力を持った防災担当職員の育成を推進する。
◇ 企業や地域において防災活動の中心となる防災リーダーの育成を支援する。
◇ 企業におけるＢＣＰ（緊急時企業存続事業計画）策定など企業の防災対策を支援する。

政策番号14

施策番号33 地域ぐるみの防災体制の充実

計画期間目標値
(指標測定年度) (指標測定年度) (指標測定年度) 達成率 (指標測定年度)

目標
指標
等

　■達成度　　Ａ：｢目標値を達成している｣（達成率 100%以上）　　　Ｂ：｢目標値を達成しておらず，達成率が80%以上100%未満｣
　　　　　　　　　　 Ｃ：｢目標値を達成しておらず，達成率が80%未満｣　　 Ｎ：「実績値が把握できない等の理由で，判定できない」

　■達成率（%）　フロー型の指標：実績値／目標値　　ストック型の指標：（実績値－初期値）／（目標値－初期値）
　　　　　　　　　　　　目標値を下回ることを目標とする指標：（初期値－実績値）／（初期値－目標値）

初期値 目標値 実績値 達成度

10,000人

(平成20年度) (令和2年度) (令和2年度) 110.2% (令和2年度)
1

防災リーダー（宮城県防災指導員等）養成者数
（人）［累計］

700人 10,000人 10,949人
A

■　施策評価 概ね順調

評価の理由

目標
指標
等

・一つ目の指標「防災リーダー（宮城県防災指導員等）養成者数」は，令和2年度に防災指導員養成講習を11回開催し，防災指導員
養成累計数9,261人（前年度比543人増）のほか，県内の公立学校に配置されている防災主任等797人（前年度比119人増）と，仙台
市で養成している仙台市地域防災リーダー（SBL）891人（前年度比増減なし）を計上し，目標値10,000人に対して実績値10,949人
となり，達成率110.2%，達成度「A」に区分される。
・二つ目の指標「自主防災組織の組織率」は，東日本大震災後低下傾向が続いていたが下げ止まりつつあり，達成率が95.5%，達成
度「B」に区分される。

県民
意識

・令和2年県民意識調査から類似する取組である政策7施策3を参照すると，施策に対する重視度の高重視群割合が70.6%と高く，県
民の関心の高さがみてとれるが，施策に対する満足度の満足群においては40.2%と前年度調査比0.1%減となっているが，不満群が
14.5%と前年度調査比1.0%減となっていることから，施策の充実が求められているものと考えられる。

87.0%

(平成20年度) (令和2年度) (令和2年度) 95.5% (令和2年度)
2 自主防災組織の組織率（％）

83.8% 87.0% 83.1%
B

社会
経済
情勢

・東日本大震災におけるBCP取組企業の事業継続・迅速な復旧が評価され，BCPに対する重要性が高まっている。
・宮城県に大きな被害をもたらした令和元年東日本台風の災害対応を踏まえた検証作業を行った。
・火山防災では，平成27年3月に蔵王山と栗駒山の2火山に火山防災協議会を設置し，防災対策に取り組んでいる。
・宮城県の自主防災組織の組織率は83.1%（令和2年4月1日現在）で全国平均の84.3%をやや下回っているものの，東日本大震災以降
続いた低下傾向に落ち着きが見られる。しかし，沿岸市町では，津波被害による人口流出や復興まちづくりによるコミュニティの
再編等による自治組織の解散や休止により，依然低水準となっている。また，自主防災組織の組織率が高い市町村においても，少
子高齢化や過疎及び新興団地の問題などコミュニティ形成上の様々な課題を抱えている。
・防災リーダーである宮城県防災指導員の年齢構成は，60歳を超える方が7割を超え，男女比で見ると，男性が約9割を占める状況
にある。
・防災教育副読本「未来への絆」を用いて，各校種において，発達段階に応じた防災教育の充実が図られている。
・大川小学校事故最高裁判決等を踏まえて開催した，宮城県学校防災体制在り方検討会議での，子供たちの命を守るための新たな
学校防災体制の構築に向けた提言を受け，地域ぐるみの学校防災体制の構築が求められている。

事業
の成
果等

・施策の方向に掲げる10個の方針については，「災害時の避難体制の整備」，「地域における防災力の向上や幼年期からの防災教
育の充実」，「行政機関の防災力向上」，「企業における防災力向上」の4つに大別出来る。
・「災害時の避難体制の整備」について，災害ボランティア受入体制整備事業において災害ボランティアセンタースタッフ養成研
修等を開催し，各種スタッフの養成を行うなど一定の成果が得られた。
・「地域における防災力の向上や幼年期からの防災教育の充実」については，地域防災の要である自主防災組織等において，共助
の防災活動を促進する防災リーダーの養成を進めるとともに，地域防災力向上支援事業では，県内の6地区において自主防災組織の
立ち上げや活性化などに向けた支援などを実施した。
・「行政機関の防災力向上」については，市町村，県LO及び地方振興事務所防災担当職員研修会や，仙台管区気象台及び東北地方
整備局及び東北大学と協働し，市町村向け「防災対応に関する合同説明会」（令和2年度は通知のみ）や，仙台管区気象台と共同し
た振り返り研修の開催等，きめ細かな対応による防災担当職員の育成を行った。
・「企業における防災力向上」については，令和2年度は新型コロナウイルスの影響により実施できなかったものの，中小企業BCP
策定支援事業により，企業BCP策定訓練等セミナーや出前講座等を実施しており，これまで2,900社を超える事業者が受講するな
ど，県内企業の事業継続力の向上を図っている。
・以上のことから，施策として構成する全ての事業については，一定の成果が得られており，目標指標である「防災リーダー（宮
城県防災指導員等）養成者数」は，目標を達成しているが，一方の目標指標である「自主防災組織の組織率」については，目標値
を下回っており，特に沿岸市町では依然としての組織率が低水準であることなどから，施策全体として「概ね順調」と評価した。

※ 評価の視点： 目標指標等，県民意識，社会経済情勢，事業の実績及び成果等から見て，施策に期待される成果を発現させることができた
かという視点で，総合的に施策の成果を評価する。

91 91



対応方針
・「災害時の避難体制の整備」について，避難所運営や様々な意思
決定の場面において，男女共同参画の視点が必要である。

・男女共同参画の視点からの防災意識の啓発と，男女共同参画の視
点での防災対策等を地域住民に普及するため防災対策実践講座を開
催する。

施策を推進する上での課題と対応方針

課題

・地域防災リーダーの養成等について，宮城県防災指導員は，60歳
以上の方が7割を超え，男女比では，男性が約9割を占めており，持
続可能な地域防災体制の構築や活動の活性化を図るためには，若年
層及び女性のリーダー育成が必要である。

・宮城県防災指導員の養成については，引き続き市町村と連携し，
中学生及び女性の講習受講を推進することにより，幅広い地域防災
体制の活性化に取り組む。
・高校生を対象とした「みやぎ防災ジュニアリーダー養成事業」に
おいて，防災ジュニアリーダーを養成し，次世代の担い手育成を
図っていく。防災ジュニアリーダーとして認証された者について
は，防災指導員となるための資格を有する。

・自主防災組織については，依然，組織率が低水準となっている沿
岸部を中心に，組織率向上に向けた取組が必要であるとともに，地
域防災リーダーの現場実践力の向上や，学校など地域関係機関と自
主防災組織の連携強化などが必要である。

・地域に防災アドバイザーを派遣し，自主防災組織の立ち上げや地
区防災計画づくりなど地域の課題・取組状況に応じた支援を行うこ
とにより，地域ぐるみの自主防災活動の推進を図る。
・将来の宮城を支え，自主防災組織等における次世代のリーダーな
どの地域防災活動の担い手を育成するため，防災に関する知識や技
術を習得し，防災や減災への取組に自発的に協力・活動する高校生
を「みやぎ防災ジュニアリーダー」として養成する。また，認定を
受けた高校生については，一定の要件を満たした上で「宮城県防災
指導員」としての認定を得ることができるシステムの活用を啓蒙し
ていく。
・学校と地域との合同防災訓練の企画・運営や講師として学校の防
災学習等に地域防災リーダーが携わっており，今後も児童生徒や高
齢者等いわゆる災害弱者を中心に，災害に備えることの大切さや具
体的な避難行動について，避難訓練等を通じて発信していく。

・令和2年度学校安全に係る調査において，地域との合同防災訓練等
を実施した割合は76.8%となっているが，一層の地域との連携による
災害時の対応の確認の必要性がある。特に，地域住民と連携した避
難訓練を実施している学校が42.8％に留まっているため，地域や関
係機関等と連携した地域ぐるみでの学校防災体制の構築が求められ
ている。

・各学校において地域と連携した防災体制づくりが促進されるよ
う，新たに「地域連携型学校防災体制等構築推進事業」として各学
校の地域と連携した学校防災の取組を支援するため，学校防災窓口
を県教委に設置すると共に，専門的知見を必要とする場合には，防
災の専門家を派遣し，取組の支援を行っていく。

・「行政機関の防災力向上」については，社会経済情勢に記載した
避難勧告等に関するガイドラインの改正等を踏まえ，避難行動開始
の遅れ等による人的被害を未然に防ぐ必要がある。

・避難勧告等の発令や指定避難所の開設を担う市町村に対し，担当
者会議等の場において指導・助言を図っていく。
・一般の県民に対しては「自らの命は自らが守る」の意識の徹底
や，警戒レベルに対する認識を深める必要があることから県広報紙
等を通じた広報に努めていく。
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政策番号1 被災者の生活再建と生活環境の確保

評価の理由・各施策の成果の状況

(令和2年度)

・施策1「被災者の生活環境の確保」のうち，災害公営住宅の早期整備については，目標指標1「災害公営住宅の整備戸数」において，計
画戸数15,823戸全戸が完成した。
・また，同じく施策1のうち，目標指標2「被災に伴う避難者数」については，県内の応急仮設住宅に住む避難者に対しては災害公営住宅
など恒久住宅への積極的な転居等の支援を行ったほか，被災により県外へ避難しつつも,本県への帰郷意志がある避難者に対しては，帰
郷に資する情報提供や相談支援を行い帰郷を促した結果，避難者数の減少に繋がった。
・なお，指標3の「消費生活出前講座の開催数」については，新型コロナウイルス感染症の影響による開催の一時中止や新しい生活様式
を踏まえた開催を条件としたことから，開催数が大幅に減少したが，様々な機会を捉えて周知を行うとともに，コロナ禍に応じた講座を
実施することで消費トラブルの防止に取り組んだ。
・施策3「持続可能な社会と環境保全の実現」のうち，再生可能エネルギーの導入とスマートシティの形成では，住宅用太陽光発電シス
テムや家庭用燃料電池等の導入，既存住宅の省エネルギー改修に対する助成を行ったほか，事業者に対しては，エネルギー供給源多様化
等のため，陸上風力発電に係る調査支援，水素エネルギー利用促進に向けた商用水素ステーションの整備や，燃料電池バスの路線運航を
支援した。
・同じく施策3のうち，自然環境の保全の実現では，「宮城県生物多様性地域戦略」に基づき，フォーラムの開催や生物多様性マップの
改訂・配布を通して，県民への普及・啓発を行ったほか，金華山島における生態系の保護保全対策を実施した。また，有害捕獲されたイ
ノシシ等野生鳥獣肉の放射性物質を測定し，速やかに県民等に情報提供・注意喚起を行い，野生鳥獣の保護管理・生物多様性の保全に努
めた。

・被災者の生活再建と生活環境の確保に向け，施策1については，3つの指標のうち2つの指標で目標を達成できていないが，うち1つは，
新型コロナウイルス感染症の影響によるものである。
・施策3については，2つの目標指標のうち1つの指標で目標を達成するとともに，施策を推進する上で重要となる，県民や事業者など
様々な分野での再生可能エネルギーの導入等の取組を推進した結果，電力利用については太陽光発電を中心に増加したほか，指定管理鳥
獣捕獲等事業の活用による野生鳥獣の適正管理が進むなど，持続可能な社会と環境保全の実現に向け一定の成果が現れていることなどを
総合的に勘案し，「概ね順調」と評価した。
・なお，施策2「廃棄物の適正処理」については，県が受託した災害廃棄物の処理は平成25年度に全て完了している。一方，放射性物質
汚染廃棄物や除染により生じた除去土壌等の問題については，放射性物質汚染対策特措法に基づき国や市町村等が責任を持って処理する
こととされているが，県としても，安全かつ早期に処理されるよう，国に要望するとともに市町村との連携に努めている。

2 廃棄物の適正処理 -

消費生活出前講座の開催数

(指標測定年度)

施策
番号

施策の名称
令和2年度
決算額

（千円）
目標指標等の状況 施策評価

政策を構成する施策の状況

実績値 達成
度

1 被災者の生活環境の確保 4,037,145

災害公営住宅の整備戸数（戸）［累計］
15,823戸

Ａ

概ね順調

(令和2年度)

100人

(令和2年度)

　　（２）宮城県震災復興計画及び震災復興実施計画の体系

　被災地においては，多くの被災者が今なお不自由な暮らしを余儀なくされており，被災者の生活の再建に向けた良好な生活環境の確保
は最も切実かつ重要な課題である。また，被災地のまちづくりにあわせて，持続可能な社会と環境保全の実現のため，省エネルギーの促
進や自然エネルギーの導入を積極的に推進する必要がある。このようなことから，被災者の生活の再建を進め，安心して暮らすことので
きる良好な生活環境の確保に一層取り組むとともに，環境負荷の少ない社会の形成を着実に進める。
　特に，災害公営住宅などの整備に対する支援や応急仮設住宅等における被災者の生活支援に取り組むとともに地域コミュニティの再生
に努める。また，太陽光発電をはじめとする再生可能エネルギーの導入などの取組を一層推進する。

40回
Ｃ

　■達成度　　Ａ：｢目標値を達成している｣（達成率 100%以上）　　　Ｂ：｢目標値を達成しておらず，達成率が80%以上100%未満｣
　　　　　　　　　 Ｃ：｢目標値を達成しておらず，達成率が80%未満｣　　 Ｎ：「実績値が把握できない等の理由で，判定できない」
　■達成率（%）　フロー型の指標：実績値／目標値　　ストック型の指標：（実績値－初期値）／（目標値－初期値）
　　　　　　　　　　　目標値を下回ることを目標とする指標：（初期値－実績値）／（初期値－目標値）

■　政策評価 概ね順調

災害廃棄物等処理率（県処理分）（%） - - -

3
持続可能な社会と環境保全
の実現

1,739,228

再生可能エネルギーの導入量（熱量換算）
(TJ)

22,615TJ
Ｂ

概ね順調
(令和2年度)

県内の温室効果ガス排出量（千t－Co2）
20,112千t-CO2

Ａ
(平成29年度)

被災に伴う避難者数（人） Ｂ
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・県外避難者全員について，定期的に手紙・電話で意向確認や生活
状況の調査を行い，個々の事情にきめ細かく対応しながら，帰郷に
向けた支援を行う。

・災害公営住宅等における新たな地域コミュニティの機能強化や地
域活性化に向けた活動を支援するため，社会福祉士等を派遣し，住
民主体による持続的な地域コミュニティの形成に向けた支援を行
う。また，専門性の高い法律的な課題に対応するため，市町村では
確保が難しい弁護士等を派遣し支援する。

・陸上風力発電の計画が複数あることから，今後の導入の推移を注
視していく。また，県産未利用材をエネルギー利用する取組を重点
的に支援するほか，地中熱や温泉熱などの未利用熱を利用する取組
を積極的に支援する。

・FCVの導入補助や試乗会，県民向けの体験イベント等を開催し，生
活に身近な分野において水素エネルギーに関する認知度や理解度が
高まるよう普及啓発を推進していく。また，事業者が行う商用水素
ステーションの整備や，FCバス，FCVタクシー，レンタカーの運行を
支援するなど，水素エネルギーの利活用推進に積極的に取り組む。

・第12次宮城県鳥獣保護管理事業計画及び第二種特定鳥獣管理計画
に基づき，対象鳥獣に応じた適正な管理を行うとともに，特にイノ
シシ及びニホンジカについては，指定管理鳥獣捕獲等事業を活用し
た個体数調整のほか，被害防除対策及び生息環境整備を推進する。
また，捕獲・防除に関する研修会や狩猟後継者の育成を行い，生態
系の維持及び農業被害等の軽減を図るとともに，特にツキノワグマ
については，市街地等に出没した場合の対応等を整備するなど，適
切な管理が図れるよう検討する。

・「被災者の生活環境の確保」（施策1）に関する課題としては，避
難者個々の事情により，今後の生活再建方針や帰郷意向が未定の方
が未だいる。

・災害公営住宅周辺では，他の地域と比べ高齢化率が高く地域活動
を支える担い手が不足している。また，支援者には，権利擁護，成
年後見制度など，より専門性の高い知識が必要とされる場面もあ
る。市町村との連携のもと，被災者のニーズに応じたきめ細かな支
援が必要である。

・「持続可能な社会の実現」（施策3）に関する課題としては，エネ
ルギー供給源の多様化や自立分散型エネルギーの普及に向け，更な
る再生可能エネルギーの導入拡大と多様化を図るとともに，エネル
ギーの地産地消，効率的利用の積極的な推進が必要である。

・災害対応能力の強化や環境負荷の低減及び次代を見据えた新たな
エネルギーである水素エネルギーについては，東北で最も早く商用
水素ステーションやスマートステーション等を導入してきたが，定
着を図るため，日常生活において認知度や理解度を高めることが課
題となっているほか，更なるFCVの普及拡大のため，水素供給体制の
強化が必要である。

・野生生物の保護管理の推進の観点では，生息域が拡大しているイ
ノシシ及びニホンジカの捕獲の担い手である狩猟者の減少傾向が続
いていることから，農業被害等の対策に加え，狩猟者の確保，後継
者育成が急務である。また，ツキノワグマは，近年，出没数の増加
など人間の生活圏への接近が問題となっており，第二種特定鳥獣管
理計画に基づき，個体数の安定的な維持等を図っていく必要があ
る。

政策を推進する上での課題と対応方針

課題 対応方針
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政策番号1

施策番号1 被災者の生活環境の確保

社会
経済
情勢

・令和3年3月末現在における応急仮設住宅等の入居者は今なお13人いるが，ピーク時より9割超減少し，福島県からの避難者のみと
なっており，県外避難者も87人と，ピーク時より9割超減少するなど，被災者の生活再建は着実に進んでいる。
・被災地では，高齢化や人口流出等により，地域コミュニティの再構築に向けた活動再開・継続に当たり，担い手不足等の課題が
大きくなってきている。
・復興の進捗状況は地域によって様々であり，今後も復興支援活動に取り組んでいるNPO等, 民間団体の取組に期待する声も多いた
め，こうした取組を引き続き支援していく必要がある。
・新型コロナウイルス感染症により，目標の達成状況に影響を受けている事業もある。

■　施策評価 概ね順調

評価の理由

目標
指標
等

・指標1の「災害公営住宅の整備戸数」については，計画戸数15,823戸全戸が完成した。
・指標2の「被災に伴う避難者数」については，県内の応急仮設住宅に住む避難者に対しては災害公営住宅など恒久住宅への積極的
な転居等の支援を行った。また，被災により県外へ避難しつつも本県への帰郷意志がある避難者に対しては，帰郷に資する情報提
供や相談支援を行い帰郷を促した。
・指標3の「消費生活出前講座の開催数」については，当初予定していた講座が新型コロナウイルス感染症の影響を受け，中止や規
模の縮小を余儀なくされたが，感染対策に万全を期した上での開催や，開催できなかった分の代替措置として様々な機会を捉えて
周知を行い，出前講座を実施することで，消費者トラブルの防止に取り組んだ。

県民
意識

・令和2年県民意識調査の結果から，重視度については，県全体でこの施策に対する高重視群の割合が65.2%と昨年度より若干下降
している。満足度については，満足群が昨年度の45.2%から43.8%に若干下降しているものの，不満群の割合が16.7%と，これまでで
最小値となっており，概ね順調に推移している。

令和2年
県民意識調査

満足群の割合 不満群の割合
満足群・不満群
の割合による

区分

　※満足群・不満群の割合による区分
　　　Ⅰ：満足群の割合40％以上
　　　　　　かつ不満群の割合20％未満
　　　Ⅱ：「Ⅰ」及び「Ⅲ」以外
　　　Ⅲ：満足群の割合40％未満
　　　　　　かつ不満群の割合20％以上

(満足＋やや満足) (やや不満＋不満)

43.8% 16.7% Ⅰ

0人

(平成24年度) (令和2年度) (令和2年度) 99.9% (令和2年度)
2 被災に伴う避難者数（人）

132,836人 0人 100人
B

15,823戸

(平成22年度) (令和2年度) (令和2年度) 100.0% (令和2年度)
1 災害公営住宅の整備戸数（戸）［累計］

0戸 15,823戸 15,823戸
A

目標
指標
等

　■達成度　　Ａ：｢目標値を達成している｣（達成率 100%以上）　　　Ｂ：｢目標値を達成しておらず，達成率が80%以上100%未満｣
　　　　　　　　　　 Ｃ：｢目標値を達成しておらず，達成率が80%未満｣　　 Ｎ：「実績値が把握できない等の理由で，判定できない」

　■達成率（%）　フロー型の指標：実績値／目標値　　ストック型の指標：（実績値－初期値）／（目標値－初期値）
　　　　　　　　　　　　目標値を下回ることを目標とする指標：（初期値－実績値）／（初期値－目標値）

初期値 目標値

施策の方向

（「宮城の
将来ビジョン
・震災復興
・地方創生

実施計画」の
行動方針）

１被災者の良好な生活環境の確保
◇被災者の良好な生活環境の確保のため，仮設住宅や災害公営住宅における介護・福祉サービスを提供する拠点（サポー
トセンター）による見守り活動を継続するとともに，健康に関する相談・訪問活動や消費生活相談など，きめ細かな支援
に取り組みます。
◇県外避難者に対し，被災市町及び避難先の自治体と連携して生活再建と帰郷を支援していきます。
◇地域住民の生活交通を確保するため，離島航路及び路線バスの運行支援を行うとともに，沿岸市町の復興まちづくりと
の連携の下，復興に取り組みます。
２災害公営住宅の早期整備
◇被災者が恒久的な住宅に入居して，安心して暮らすことができるよう，市町との連携を密にし，平成30年度までに全て
の災害公営住宅完成に向けて取り組みます。
３恒久的な住宅での安定した生活に向けた支援
◇住宅金融支援機構が行う災害復興住宅融資等を活用し，被災者の住宅再建を支援します。
◇仮設住宅等ヘの入居者の恒久的な住宅への住み替えがスムーズに進むよう取り組むとともに，生活再建が難しい方々に
対し，市町と連携してきめ細やかな支援を行います。
４地域コミュニティの再生と被災地の活力創出に向けた多様な活動への支援
◇地域コミュニティの再構築を進めるため，市町村やNPO等，様々な主体と協調・連携し，住民主体による持続的なコミュ
ニティづくりに向けた支援に取り組みます。
◇被災地において，一人一人が生きがいを持って暮らせる地域づくりを進めていくため，地域における活力創出のための
様々な活動やその中核となる人材の育成等の支援に取り組みます。

実績値 達成度 計画期間目標値
(指標測定年度) (指標測定年度) (指標測定年度) 達成率 (指標測定年度)

3 消費生活出前講座の開催数
139回 150回 40回

C
150回

(平成26年度) (令和2年度) (令和2年度) 26.7% (令和2年度)
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施策を推進する上での課題と対応方針

課題 対応方針

・学校防災体制在り方検討会議の提言でも地域ぐるみの学校防災体
制構築の必要性が謳われている。令和2年度学校安全に係る調査にお
いて，地域との合同防災訓練等を実施した割合は76.8%となっている
が，地域との連携による災害時の対応を一層確認していく必要があ
る。特に，地域住民と連携した避難訓練を実施している学校が
42.8％に留まっているため，地域や関係機関等と連携した地域ぐる
みでの学校防災体制の構築が求められている。また，実効性のある
学校防災体制の構築のためには，地域の災害特性等を踏まえ，その
対策を講じておくことが必要であることや，いかなる災害に遭って
も子どもたちの命を守れるよう，教職員の様々な状況下での災害対
応力の強化，さらには震災の記憶や関心の低下が懸念される中で，
児童生徒等が自らの命を守り他者を助ける力の育成の必要性が謳わ
れている。このため，防災教育の充実とともに，地域や関係機関と
の連携はもとより，専門家の助言を得ながら，新たな学校防災体制
の構築に向けて取り組む必要がある。

・各学校において地域と連携した防災体制づくりが促進されるよ
う，令和3年度から新たに「地域連携型学校防災体制等構築推進事
業」として学校防災窓口を県教委に設置するとともに，専門的知見
を必要とする場合に防災の専門家を派遣し，地域と連携した学校防
災の取組を支援していく。
・また，協力校による実践研究を通じて，大学等専門機関の助言等
を基に，地域や関係機関，地域防災リーダー等と連携した学校防災
マニュアルの見直しや避難訓練等を行うとともに，教職員及び児童
生徒等に対する災害など様々な状況下での判断力や命を守る行動力
の育成を図る取組など，各学校の参考となる優良事例を創出し，さ
らに，フォーラム等によりその成果を普及することにより，県内全
体における防災教育の一層の推進を図る。
・地域との連携体制づくりについては，これまで同様，地域や県レ
ベルで，学識経験者，県防災担当部局，教育庁各課室，各教育事務
所，各校長会，PTA連合会等で関係相互の情報共有を図っていくこと
が必要であることから，引き続き県ネットワーク会議及び，各圏
域，各市町村（支所），各学校区等の各層におけるネットワーク会
議の開催により，地域ぐるみの学校防災の持続可能な体制構築がで
きるよう支援していく。

事業
の成
果等

・「❶地域全体で子どもを育てる体制の整備」では，子育てサポーター養成講座を中止したものの，子育てサポーターリーダー養
成講座を研修会として実施(参加者134人）し，地域での子育てを支援する人材の育成を図った。子育てサポーターは，社会全体で
家庭教育を支援する機運を高めるとともに，親に対して親の学びの機会を提供する取組を行っている。また，各地域に子育てサ
ポーターが所属する宮城県家庭教育支援チームを派遣し，「親の学びのプログラム」講座を実施（7回）したほか，「学ぶ土台づく
り自然体験活動」（参加者136人）を開催し，豊かな体験活動による学びの促進を図った。また，各市町村において子育てサポー
ター等の増加や，家庭教育支援チームの設置に向けた動きが見られ，身近な地域で家庭教育支援を行う気運の高まりも見られた。
その一方で，家庭・地域・学校が協働して子どもを育てる仕組み作りの調整役（コーディネーター）の育成が遅れている市町村に
おいては，子育てサポーター等が必ずしも積極的に活用されていないなど，地域で子どもを育てる体制が強化されていない市町村
もある。
・「❷地域と連携した学校安全の確保と防災を通じた連携・交流の促進」では，みやぎ安全教育総合推進ネットワーク会議を受け
た各市町村ごとの防災教育をはじめとした総合的な安全教育の推進に向けて，課題や方策等について協議・検討を実施している。
さらに，防災主任等が中心となった地域合同防災訓練等を実施するなど，一定の成果が見られた。令和2年度学校安全に係る調査で
は，新型コロナウイルス感染拡大の影響で地域と連携した取組ができなかったところがあったものの，学校と地域とが防災をはじ
めとする学校安全体制を，地域や関係者と確認する機会は着実に増えていることが調査結果に出ており，順調に推移している傾向
にある。
・以上のことから，施策の目的である「家庭・地域の教育力の再構築」は，すべての目標指標等の目標値をほぼ達成しており，施
策の方向に向けて取組が順調に推移しているものの，地域で子どもを育てる体制が強化されていない市町村もあることから，本施
策は「概ね順調」と評価する。

※ 評価の視点： 目標指標等，県民意識，社会経済情勢，事業の実績及び成果等から見て，施策に期待される成果を発現させることができた
かという視点で，総合的に施策の成果を評価する。

評価の理由

・市町村によって，子育てサポーター及び子育てサポーターリー
ダーが必ずしも積極的に活用されていないなど，地域で子どもを育
てる体制が強化されていない市町村がある一方で，宮城県家庭教育
支援チームによる「親の学びのプログラム」講座の参加者からは好
評を得ており，各地で親の学習機会の充実が求められていることが
うかがえる。このようなことから，県及び5圏域事務所，各市町村の
生涯学習部局，保健福祉部局の連携を，今後更に図る必要がある。

・各市町村の担当者に対して研修会を開催し，家庭教育に関する
国・県の施策，家庭教育支援チームの在り方，子育てサポーター等
の積極的な活用や関係機関の連携の在り方等についての説明を行
い，県内全体で共通理解を図る。その上で，市町村における「家庭
教育支援チーム」の設置について支援する。また，その活用につい
ては，「宮城県家庭教育支援チーム」を派遣するなど，スキルの向
上とともに，サポーター間のネットワークの拡充を図りながら，活
用頻度向上に向けたシステムを構築する。さらには，保健福祉部局
にも積極的に働きかけ，教育委員会以外の部局での活用を推進して
いく。
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